
日医発第146号（保29）

平成18年5月10日
都道府県医師会長殿

　
人

　
群

長
会
澤

師
医
唐

本日

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の

請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について

　標記につきましては、平成18年4月10目付官報号外81号で電子媒体請求

の媒体の名称を変更したこととオンライン請求を可能とする所要の改正を

行い、それに伴う関連通知が発出されましたのでお知らせいたします。

　今回の一連の告示、通知等は平成17年12月1日の政府・与党医療改革協

議会の「医療制度改革大綱」を踏まえて、実施されたものであります。

　本会は通信回線の問題、セキュリティ問題（認証を含む）、薬理作用の

問題、保険者の再審査の問題等々、オンライン化の前に周辺環境の整備が

必要であり、その整理ができた段階で進めるべきと主張し、今年度は試行

的オンラインのみ了解しておりました。それ以後については了解しており

ませんでした。しかしながら、厚生労働省は本会との了解のないまま平成

24年度までに段階的に実施する通知を発出したことはまことに遺憾であり

ます。

　試行的オンライン化を実施するにいたしましても、実施のための法的整

備は必要であり、その法的整備のための告示、通知が出されたものと解し

ております。この点は厚生労働省と理解の度合いが異なります。保険局長

通知の中に将来的な実施計画を示したことに問題ありますので、各段階的

に実施するまでの間に周辺問題の解決に努め、医療機関各位が混乱しない

よう周辺問題の解決を図りたいと考えております。

　今回改正された告示、通知等の主な内容は下記のとおりであります。



　　　　　　　　　　　　　　　記

1．療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令の一部を改正する省令について

　〔平18．4．10官報号外第81号厚生労働省令第111号〕

（1）改正省令〔厚生労働省令第111号〕の第1条関係

　　（公布の目（平18．4．10）から適用（試行的オンライン））

①文言整理（請求省令第1条及び第3条）

　　磁気テープ等を用いた請求

　　　　　⇒　光ディスク等を用いた請求

②第3条第1項

　　診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に代えて

　　　　　　　⇒　　診療報酬請求書及び診療報酬明細書又は調剤報酬請

　　　　　　　　　求書及び調剤報酬明細書に代えて

③第3条第4項

　　　4　磁気テープ等を用いた請求については、当該磁気テープ等を

　　　　第1条第1項の診療報酬明細書又は調剤報酬明細書とみなして、

　　　　同条第3項の規定を適用する。

　⇒　4　第1項の場合において、療養の給付、老人医療及び公費負担

　　　　医療に関する費用のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請

　　　　求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明

　　　　らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査

　　　　支払機関に提出しなければならない。

※　日計表等は従前どおり35万点以上の請求に対して提出。

④診療報酬請求書等の提出目

　第4条第2項追加

　2　光ディスク等を用いた請求を行う場合には、当該光ディスク等は、

　　各月分について翌月10目までに提出しなければならない。



⑤附則の追加（附則第4条以降3条ずつ繰り下げ、新たに附則第4条、

　　　　　　　附則第5条、附則第6条を追加）

　　電子情報処理組織とはオンラインを使用して療養の給付費等の請求

　をいう。　（平成19年度までは試行的オンライン方式。）

　　（電子情報処理組織の使用による療養の給付、老人医療又は公費負担

　　医療に関する費用の請求の特例）

附則第4条　厚生労働大臣が指定した保険医療機関又は保険薬局（以下

　　　「指定保険医療機関等」という。）は、第1条第1項の規定にかかわ

　　　らず、社会保険診療報酬支払基金法（昭和23年法律第129号）による

　　　社会保険診療報酬支払基金その他厚生労働大臣が指定する審査支払

　　　機関（以下「指定審査支払機関等」という。）に対して、電子情報処

　　　理組織（指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を

　　　含む。以下同じ。）と、指定保険医療機関等の使用に係る電子計算

　　　機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織という。以下同

　　　じ。）を使用して、療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関す

　　　る費用を請求することができる。

　　2　前項の規定により療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関す

　　　る費用を請求しようとする指定保険医療機関等は、厚生労働大臣が

　　　定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方

　　　式に従って電子計算機から入力して指定審査支払機関等の使用に係

　　　る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うもの

　　　とする。

　　3　前項の場合において、指定保険医療機関等は、老人医療又は公費

　　　負担医療に関する費用を請求しようとするときは、同項の厚生労働

　　　大臣が定める事項のほか、老人保健法施行規則第15条の規定により

　　　患者から提示された被保険者証等によりその者に係る保険者番号及

　　　び被保険者証等の記号番号を同項のファイルに記録するものとする。

　　4　第2項の場合において、老人医療又は公費負担医療に関する費用

　　　のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診



療目ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情

報を同項のファイルに記録しなければならない。

※附則第4条は改正省令〔厚生労働省告示第111号〕の第2条で再度

　改正〔次頁の「電子情報処理組織の使用による請求に係る経過措

　置」（平20．4．1施行）参照〕

　　　（電子情報処理組織の使用による療養の給付、老人医療又は

　　　　公費負担医療に関する費用の請求目）

附則第5条　電子情報処理組織の使用による療養の給付、老人医療又は公

　　　費負担医療に関する費用の請求（以下「電子情報処理組織の使用に

　　　よる請求」という。）は、各月分について翌月10日までに行わなけ

　　　ればならない。

　　2　電子情報処理組織の使用による請求は、指定審査支払機関等の使

　　　用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当

　　　該指定審査支払機関等に到達したものとみなす。

　　　　（電子情報処理組織の使用による請求の開始等の届出）

附則第6条　指定保険医療機関等は、電子情報処理組織の使用による請求

　　　を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した

　　　届書を当該請求に係る指定審査支払機関等に提出しなければならな

　　　い。

　　一　指定保険医療機関等の名称及び所在地

　　二　指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

　　　ルに附則第4条の記録を行うために使用するプログラムの名称、当

　　　該プログラムの作成者の氏名又は名称及び電子情報処理組織の使用

　　　による請求を始めようとする年月

　　2　指定保険医療機関等は、指定審査支払機関等の使用に係る電子計

　　　算機に備えられたファイルに附則第4条の記録を行うために使用す

　　　るプログラムを変更しようとするとき（療養の給付、老人医療及び



　公費負担医療に関する費用の額を算定方法が改められたことに伴う

　変更を行おうとするときを除く。）は、あらかじめ、次に掲げる事

　項を記載した届書を、当該請求に係る指定審査支払機関等に提出し

　なければならない。

一　指定保険医療機関等の名称及び所在地

二　変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又

　は名称

三　変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請

　求を始めようとする年月

四　その他厚生労働大臣が定める事項

（2）改正省令（厚生労働省告示第111号）第2条関係（平20．4．1施行）

　　　省令第1条、第2条、第4条、附則第4条、附則第5条を改めた。

　　　（省令第1条、2条、4条は文言整理（略））

（電子情報処理組織の使用による請求に係る経過措置）

附則第4条　保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求で

　　　あって、次の表の上欄（左欄）に掲げるものは、同表の下欄（右欄）に

　　　掲げる目までの間は、第1条の規定にかかわらず、書面による請求

　　　（療養の給付費等について、保険医療機関にあっては診療報酬請求

　　　書に診療報酬明細書を、保険薬局にあっては調剤報酬請求書に調剤

　　　報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求

　　　書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下

　　　同じ。）又は光ディスク等を用いた請求（療養の給付費等について、

　　　厚生労働大臣の定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の

　　　定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する

　　　フレキシブルディスク又は光ディスク（以下「光ディスク等」とい

　　　う。）を提出することにより請求することをいう。以下同じ。）を

　　　行うことができる。



上欄（左欄）

1　病床数が400床未満の病院のうち、レセプトコ

　ンピュータ（療養の給付費等の請求を行う者の使

　用に係る電子計算機であって、診療報酬請求書

　及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び

　診療報酬明細書（以下「レセプト」という．）を電

　磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

　覚によっては認識することができない方式で作

　られる記録であって、電子計算機による情報処

　理の用に供されるものをいう．）をもって作成で

　きるものをいう．以下同じ．）を使用しているもの

　であって、光ディスク等を用いた請求を行って

　いるもの又はレセプト文字データ変換ソフト（レ

　セプトに記載するべきこととされている情報を

　レセプトコンピュータから抽出して厚生労働大

　臣が定める方式に変換し、光ディスク等への記

　録を可能にするソフトウエアをいう．以下同じ．）

　を使用することによって光ディスク等を用いた

　請求を行うことができるものが行う療養の給付

　費等の請求（歯科に係るものを除く．）

2　薬局のうち、レセプトコンピュータを使用し

　ているものが行う療養の給付費等の請求

3　病院のうち、レセプトコンピュータを使用し

　ているものであって、光ディスク等を用いた請

　求を行っておらず、かつ、レセプト文字データ

　交換ソフトを使用することによって光ディスク

下欄（右欄）

平成21年3月31目

平成22年3月31目



等を用いた請求を行うことができないものが行

う療養の給付費等の請求

（歯科に係るものを除く．）

4　診療所のうち、レセプトコンピュータを使用

　しているものが行う療養の給付費等の請求

　（歯科に係るものを除く．）

5　病院又は診療所のうち、レセプトコンビュー

　タを使用しているものが行う療養の給付費等の

　請求（歯科に係るものに限る．）

6　病院若しくは診療所又は薬局のうち、レセプ

　トコンピュータを使用していないものが行う療

　養の給付費等の請求

　　（次号及び第8号に掲げるものを除く．）

7　平成21年4月1日に現存する病院若しくは診療

　所又は薬局のうち、レセプトコンピュータを使

　用していないものであって、平成21年4月1日か

　ら平成22年3月31目までの間の療養の給付費等の

　請求の件数が1，200件以下である旨を厚生労働大

　臣に届け出たものが行う療養の給付費等の請求

　（歯科に係るものをかかわるものにを除く。）

8　平成21年4月1目に現存する病院若しくは診療

　所又は薬局のうち、レセプトコンピュータを使

　用していないものであって、平成21年4月1目か

　ら平成22年3月31日までの間の療養の給付費等の

　の請求の件数が600以下である旨を厚生労働大臣

平成23年3月31日

平成23年4月1日

から平成25年3月

31目までの間で

厚生労働大臣が

定める目



に届け出たものが行う療養の給付費等の請求

（歯科に係るものに限る．）

2　前項の表中第7号及び第8号に規定する届出をするものは、当該届

　出に係る書面に審査支払機関が交付する療養の給付費等の請求の件

　数を明らかにする書類を添えなければならない。

3　第1条第1項及び本条第1項の規定にかかわらず、保険医療機関又

　は保険薬局のうち、厚生労働大臣が電気通信回線設備の機能に障害

　を生じたときその他の事情により、電子情報処理組織の使用による

　請求を行うことが特に困難であると認める場合には、当該保険医療

　機関又は保険薬局は、書面による請求又は光ディスク等を用いた請

　求をすることができる。

（書面による請求）

附則第5条　保険医療機関又は保険薬局は、書面による請求によって老人

　　　医療に関する費用の請求をしょうとするときは、老人保健法施行規

　　　則第15条の規定により患者から提示された被保険者証等によりその

　　　者に係る保険者番号及び被保険者証等の記号番号を診療報酬明細書

　　　又は調剤報酬明細書の所定の欄に記載するものとする。

　　2　書面による請求を行う場合において、厚生労働大臣の定める診療

　　　報酬明細書には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかに

　　　することができる資料を添付しなければならない。

　　3　書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、厚生労働大

　　　臣が定める様式により行うものとする。

　　4　書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請

　　　求書は、各月分について翌月10目までに提出しなければならない。

附則6条の一部改正（文言整理）

　　　見出しを「光ディスク等を用いた請求」に変更



附則第6条第1項各号列記以外の部分中

　　　「指定保険医療機関等」⇒「保険医療機関又は保険薬局」

　　　「電子情報処理組織の使用による請求」⇒

　　　　　　　　　　　　　　　「光ディスク等を用いた請求」

　　　「指定審査支払機関等」⇒「審査支払機関」

附則第6条第1項第1号中

　　　「指定保険医療機関等」⇒「保険医療機関又は保険薬局」

附則第6条第1項第2号中

　　　「指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機に備えられた

　　　　ファイルに附則第4条の記録」

　　⇒「光ディスク等に附則第4条第1項の記録（療養の給付費等について、

　　　　厚生労働大臣の定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣

　　　　の定める方式に従って行う記録をいう。以下同じ。）」

　　　r電子情報処理組織の使用による請求」

　　⇒「当該光ディスク等を用いた請求」

　　　「指定審査支払機関等」⇒「審査支払機関」

附則第6条第2項各号列記以外の部分中

　　　　「指定保険医療機関等」⇒「保険医療機関又は保険薬局」

　　　　「指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機に備えられた

　　　　ファイルに附則第4条の記録」

　　⇒「光ディスク等に附則第4条第1項の記録」

　　　　「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用」

　　　⇒「療養の給付費等」

　　　　「指定審査支払機関等」⇒「審査支払機関」

附則第6条第2項第1号中

　　　　「指定保険医療機関等」⇒「保険医療機関又は保険薬局」

附則第6条第2項第3号中

　　　「電子情報処理組織の使用による請求」

　　　　　　⇒「記録した光ディスク等を用いた請求」



附則第6条第3項及び第4項追加

　　　　3　光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付

　　　　　費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合

　　　　　には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにするこ

　　　　　とができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提

　　　　　出しなげればならない。

　　　　4　光ディスク等を用いた請求を行う場合には、当該光ディスク

　　　　　等は、各月分について翌月10日までに提出しなければならない。

厚生労働省告示第111号の附則

　　（施行期日）

　　第1条　この省令中第1条の規定は公布（平18．4．10）の目から施行。

　　　　　　省令第2条の規定は平成20年4月1目から施行する。

　　（経過措置）

　　第2条　この省令の施行の目前に行われた療養の給付、老人医療及

　　　び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例に

　　　よる。

2．療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

　省令の一部を改正する省令の施行について

　（平18．4．10保発第0410005号厚生労働省保険局長通知）

（1）改正省令の第1条関係（公布の目（平18．4．10）から適用）

　1）厚生労働大臣が指定した保険医療機関又は保険薬局の電子情報処理

　　組織の使用による請求の特例（試行的オンライン）

　　　厚生労働大臣が指定した保険医療機関又は保険薬局（以下「指定保

　　険医療機関等」という）は、社会保険診療報酬支払基金その他厚生労

　　働大臣が指定する審査支払機関（以下「指定審査支払機関」という）

　　に対して、電子情報処理組織（オンライン）を使用して、療養の給付、

　　老人医療及び公費負担医療に関する費用（以下「療養の給付費等」と



　いう）の請求を行うことができることとした。　（試行的オンラインは

　平成19年度まで）

2）電子情報処理組織の使用による請求の開始又はプログラムの変更に

　関する届出

○指定保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による請求を始める

　ときは、次に掲げる事項を指定審査支払機関に届出なければならない。

　①保険医療機関等の名称及び所在地

　②　指定審査支払機関に対して電子情報処理組織の使用による請求を

　　行うために使用するプログラムの名称、当該プログラムの作成者の

　　氏名及び請求を開始する年月

　③　その他厚生労働大臣が定める事項

○指定保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による請求を行うた

　めに使用するプログラムを変更するときは、あらかじめ、次に掲げる

　事項を審査支払機関に届出なければならない。

　①指定保険医療機関等の名称及び所在地

　②　変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名

　③　変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請

　　求を開始する年月

　④　その他厚生労働大臣が定める事項

3）指定保険医療機関等以外の保険医療機関等が行う療養の給付費等

　の請求

　　書面による請求又は光ディスク若しくはフレキシブルディスク（以

　下「光ディスク等」という）を用いた請求を行う場合は、従前どお

　りの取扱いとする。

4）その他所要の改正

　　指定保険医療機関等が、電子情報処理組織の使用による療養の給

　付費等の請求を行うに当たっては、各月分について、翌月10目まで

　に行わなければならない。



　指定審査支払機関の使用する電子計算機に備えられたファイルヘ

の記録がされたときをもって当該指定審査支払機関に到達したもの

とみなす。

（2）改正省令の第2条関係（平成20年4月1目から適用）（400床以上は該当）

　1）保険医療機関等の療養の給付費等の請求

　　保険医療機関等が審査支払機関に療養の給付費等の請求を行う場合

　には電子情報処理組織（オンライン）を使用して行うものとする。

　　（ただし、後記4）の経過措置期間（20．4。1～25．3．31）を除く。）

2）電子情報処理組織（オンライン）の使用による請求の開始又はプロ

　グラムの変更に関する届出

○保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による請求を始めるとき

は、次に掲げる事項を審査支払機関に届出なければならない。

①保険医療機関等の名称及び所在地

②　審査支払機関に対して電子情報処理組織の使用による請求を行う

　ために使用するプログラムの名称、当該プログラムの作成者の氏名

　及び請求を開始する年月

③その他厚生労働大臣が定める事項

○保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による請求を行うために

使用するプログラムを変更するときは、あらかじめ、次に掲げる事項

を審査支払機関に届出なければならない。

①　保険医療機関等の名称及び所在地

②変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名

③変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請

　求を開始する年月

④その他厚生労働大臣が定める事項

3）療養の給付費等に関する費用の請求の代行

　医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体（医師会等）で、



医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関係を有し、か

つ、十分な社会的信用を有するもの（以下「事務代行者」という。）

は電子情報処理組織の使用による請求の事務を代行することができる

こととする。

○保険医療機関等は事務代行者（医師会等）を介した電子情報処理組織

の使用による請求を行うときは、次に掲げる事項を審査支払機関に届

出なければならない。

①　保険医療機関等及び事務代行者の名称及び所在地

②　事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求を始める

　場合にあっては、審査支払機関に対して電子情報処理組織の使用に

　よる請求を行うために使用するプログラムの名称、当該プログラム

　の作成者の氏名及び請求を開始する年月

③　事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求を止める

　場合にあっては、その年月

④　その他厚生労働大臣が定める事項

○事務代行者が電子情報処理組織の使用による請求を行うために使用

するプログラムを変更するときは、保険医療機関等は、次に掲げる事

項を審査支払機関に届出なければならない。

①保険医療機関等及び事務代行者の名称及び所在地

②変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名

③　変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請

　求を開始する年月

④その他厚生労働大臣が定める事項

4）電子情報処理組織の使用による請求に係る経過措置

　　保険医療機関等が行う療養の給付費等の請求について、以下の各

　期間において書面又は光ディスク等による請求を行うことができる。

　（平18．4．10保発第0410009号保険局長通知の別紙2参照）

①平成21年3月31日までの期間（平20．4．1～21．3・31）

　（400床未満の病院）



　ア　病床数が400床未満の病院のうち、レセプトコンピュータ

　　を使用して、光ディスク等を用いた請求を行っているもの又はレ

　　セプト文字データ交換ソフトを使用することによって光ディスク

　　等を用いた請求が可能となるものが行う療養の給付費等の請求

　　（レセプト文字データ交換ソフトとはレセプトに記載すべきこと

　　　とされている情報をレセプトコンピュータから抽出して厚生労

　　　働大臣が定める方式に変換し、光ディスク等への記録を可能に

　　　するソフトウエアをいう。通称rレセスタ」）

　イ　レセプトコンピュータを使用している薬局が行う療養の給付費

　　等の請求

②平成22年3月31日までの間（平21．4．1～22．4．1）

　ア　病院のうち、レセプトコンピュータを使用して、光ディスク等

　　を用いた請求を行っていないものが行う療養の給付費等の請求

　　（歯科に係るものを除く）

　イ　診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行

　　う療養の給付費等の請求（歯科に係るものを除く）

③平成23年3月31日までの期間（平22．4．1～23．3．31）

　ア　病院・診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているも

　　のが行う療養の給付費等の請求（歯科に係るものに限る）

　イ　病院・診療所・薬局のうち、レセプトコンピュータを使用して

　　いないものが行う療養の給付費等の請求（次の④に掲げるものを

　　除く）

④平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間で厚生労働大臣が

　定める日

【医科・調剤】

　ア　平成21年4月1日に現存する病院・診療所・薬局のうち、レセプ

　　トコンピュータを使用していないものであって、平成21年4月1日

　　から平成22年3月31日までの1年間の療養の給付費等の請求件数

　　（レセプト枚数）が1，200件以下である旨を厚生労働大臣に届け出

　　た病院・診療所・薬局が行う療養の給付費等の請求（歯科に係る



　ものを除く）

【歯科】

イ　平成21年4月1日に現存する病院・診療所のうち、レセプトコン

　ビュータを使用していないものであって、平成21年4月1日から平

　成22年3月31日までの1年間の療養の給付費等の請求件数（レセプ

　　ト枚数）が600件以下である旨を厚生労働大臣に届け出た病院・診

　療所が行う療養の給付費等の請求（歯科に係るものを除く）

○上記届出をするものは、当該届出に係る書面に審査支払機関が

　交付する療養の給付費等の請求の件数を明らかにすることができ

　る書面を添えなければならない。

5）書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行う場合には、

　従前どおりの扱いとする。

3　保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等

　に関する取扱いについて（平18．4．10保総発第0410001号）

　平18．4．10官報号外第81号厚生労働省令第111号をもって「療養の給付、

老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和51年

厚生省令第36号）」の一部改正に伴い、　「保険医療機関又は保険薬局に

係る光ディスク等を用いた費用の請求に関する取扱要領」が定められ、

平成18年4月請求分から適用された。

（平18．4．10保総発第0410001号保険医療機関又は保険薬局に係る光ディ

　スク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについての別添参照）



4．平成18年度及び平成19年度においてオンラインによるレセプトの提出

　を行おうとする保険医療機関及び保険薬局に係る厚生労働大臣の指定に

　関する窓口等について（平18．4．10保険局総務課保険システム高度化推

　進室事務連絡）

　「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関す

る省令」の一部を改正する省令（平18．4．10官報号外第81号厚生労働省令

第111号）附則第4条の第1項に規定する「電子情報処理組織の使用による

請求に係る経過措置により、厚生労働大臣の指定を受けようとする場合

には、平成18年度及び19年度は厚生労働省保険局総務課保険システム高

度化推進室が手続きの窓口となる。

（電話03－5253－1111　内線3267、3269）

5．　「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライ

　　ン」等の策定について（平18．4．10保総発第0410002号）

　レセプトのオンラインによる提出（平成19年度は試行的オンライン）

が始まり、レセプトに係る個人情報の保護の観点から、　「レセプトのオ

ンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライン（平成18年4月

厚生労働省）」が定められた。　（平18．4．10保総発第0410002号厚生労働

省総務課長通知の別添1参照）

（1）オンラインによるレセプトの提出を行う保険医療機関においては、

　総務課長通知の別添1の「レセプトのオンライン請求に係るセキュリ

　ティに関するガイドライン（平成18年4月厚生労働省）」に沿って、オ

　ンライン請求システムに係る安全対策の規定を策定すること。

　　なお、規定の策定に際しては、同通知の別添2の「レセプトのオン

　ライン請求システムに係る安全対策の規定例（保険医療機関及び保険

　薬局用）」を参考とされたい。

（2）近時、コンピュータウイルスに感染した情報交換ソフトによる情報

　漏洩の事件が発生しているが、こうしたことを防止するためには、オ



ンラインによるレセプトの提出に用いる送信器（パソコン）は、オン

ライン請求に関する業務以外に使用せず、業務に必要とするソフトウ

エア以外のソフトウエアはインストールしないことが重要である。

　なお、これについては、別添2の「レセプトのオンライン請求シス

テムに係る安全対策の規定例（保険医療機関及び保険薬局用）」の4に

定めている。

　（添付資料）

1．官報〔平18．4．10官報号外第81号〕

　　療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

　　省令の一部を改正する省令について〔厚生労働省令第111号〕

2．療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

　省令の一部を改正する省令の施行について

　（平18．4．10保発第0410005号厚生労働省保険局長通知）

3．保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等

　に関する取扱いについて

　（平18．4．10保総発第0410001号厚生労働省保険局総務課長通知）

4．平成18年度及び平成19年度においてオンラインによるレセプトの提出

　を行おうとする保険医療機関及び保険薬局に係る厚生労働大臣の指定に

　関する窓口等について

　（平18．4．10保険局総務課保険システム高度化推進室事務連絡）

5．　「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライ

　　ン」等の策定について

　（平18．4．10保総発第0410002号厚生労働省保険局総務課長通知）
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関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚

　
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
の
見
出
し
中
「
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
診
療
報
酬
明
細
書

　
又
は
調
剤
報
酬
明
細
書
」
を
「
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
明

　
細
書
」
に
改
め
、
「
磁
気
テ
ー
プ
、
」
を
削
り
、
「
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号

　
列
記
以
外
の
部
分
中
「
「
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を
「
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
に
改
め
、
「
、
又
は
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求

　
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合

　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
に
改
め
、
「
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表

　
者
の
氏
名
並
び
に
」
を
削
り
、
「
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
を
」
を
「
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号

　
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク

　
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
当
該
」
を
「
及
び
当
該
」
に
改
め
、
「
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

　
代
表
者
の
氏
名
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を

　
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
4
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
う
ち
、
厚
生
労

　
　
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か

　
　
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
四
条
に
次
の
一
項
ぞ
加
え
る
。

　
2
　
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま

　
　
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
附
則
中
第
二
十
五
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
条
の

　
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
の

　
　
特
例
）

　
第
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
（
以
下
「
指
定
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）

　
　
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二

　
　
十
九
号
）
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
審
査
支
払
機
関
（
以
下
「
指

　
　
定
審
査
支
払
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電

　
　
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

　
　
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医

　
　
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
指

　
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の

　
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

　
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
老
人
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
を
し
ょ
う
と
す
る
と

　
き
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者

　
か
ら
提
示
さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
ぴ
被
保
険
者
証
等
の
記
号
番
号
を
同
項

　
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
う
ち
、
厚
生
労

　
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か

　
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
日
）

第
五
条
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請

　
求
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
行

　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

　
れ
た
フ
ァ
イ
ル
ヘ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
等
の
届
出
）

第
六
条
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

　
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行

　
　
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
電
子
情
報
処

　
　
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

　
三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

2
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

　
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老
人

　
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る

　
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払

　
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
ぴ
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
第
一
項
中
「
保
険
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
診
療
報
酬
請
求
書
に
診
療
報
酬
明
細
書
を
、
保
険
薬
局
に
あ
っ

て
は
調
剤
報
酬
請
求
書
に
調
剤
報
酬
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
又
は
調
剤
報
酬
請
求
書
の

審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
審

査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及

び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
．
）
の
請
求
を
し
ょ
う
と
す
る
保
険
医
療
機

関
又
は
保
険
薬
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
審
査
支
払
機
関
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
請

求
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
」
の
下
に
「
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
の
ほ
か
」
を
加
え
、
「
診
療
報
酬

明
細
書
又
は
調
剤
報
酬
明
細
書
の
所
定
の
欄
に
記
載
」
を
「
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
明
細
書
に
は
」
を
「
療
養
の
給
付
費
等
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
」
に
、
「
資
料
を
添
付
」
を
「
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
一
に
改
め
る
。

　
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
日
）

第
二
条
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に

　
よ
る
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
は
、
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

　
フ
ァ
イ
ル
ヘ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
審
査
支
払
機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
等
の
届
出
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を

削
り
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
を

用
い
た
請
求
」
と
い
う
。
）
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
」
を
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
届
書
を
、
」
を
削
り
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
「
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
一
項
」
を
「
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
条
」
に
、
「
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
を
「
電
子
情
報
処
理
組

織
の
使
用
に
よ
る
請
求
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
光
デ
ィ

ス
ク
等
に
第
一
項
」
を
「
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
条
」
に
、
「
療

養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
」
を
「
療
養
の
給
付
費
等
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
届
書

を
、
」
を
削
り
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
記

録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
を
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
代
行
）

第
四
条
　
前
三
条
の
規
定
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た

　
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で
、
医
療
保
険
の
運
営
及
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有

　
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の
が
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
事
務
を
代
行
す
る
場
合
に
つ
い

　
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
中
「
費
用
を
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
、
歯
科
医
師
又

　
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で
、
医
療
保
険

　
の
運
営
及
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の

　
で
あ
っ
て
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）

　
の
請
求
の
代
行
を
行
う
も
の
（
以
下
「
事
務
代
行
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
費
用
を
請
求
」
と
、
「
療
養
の
給
付
、

　
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し
ょ
う
と
す

　
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
あ
る
の
は
「
事

　
務
代
行
者
を
介
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
医
療
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介

　
し
て
老
人
医
療
」
と
、
「
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
」
と
、
同
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条
第
三
項
中
「
請
求
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
を
事
務
代
行
者
を
介
し
て
行
う
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の

は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
同
項
の
」
と
、
第
二
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の

は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
電
子
情
報

処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と

あ
る
の
は
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を

や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
医
療

機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
審
査
支
払
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者

を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
審
査
支
払
機
関
」
と
、

　
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月
、
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
年
月
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の

　
部
分
中
「
を
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
を
事
務
代
行
者
が
変
更
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険

　
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
電
子
情
報
処

　
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
附
則
中
第
四
条
及
び
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

　
も
の
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
面
に
よ
る
請
求
（
療
養

　
の
給
付
費
等
に
つ
い
て
、
保
険
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
診
療
報
酬
請
求
書
に
診
療
報
酬
明
細
書
を
、
保
険
薬
局
に

　
あ
っ
て
は
調
剤
報
酬
請
求
書
に
調
剤
報
酬
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
又
は
調
剤
報
酬
請

　
求
書
の
審
査
支
払
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を

　
用
い
た
請
求
（
療
養
の
給
付
費
等
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生

　
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
記
録
し
た
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

　
ス
ク
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
病
床
数
が
四
百
床
未
満
の
病
院
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

（
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で

あ
っ
て
、
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
診
療
報
酬
明
細
書
並
び
に
調
剤
報
酬

請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」
と
い
う
。
）
を
電

磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
精
報
処
理
の
用
に
供
さ
軍
る
も
の
を
賄
う
。
）
を
も
っ

て
作
成
す
る
こ
と
カ
で
き
る
も
の
を
し
う
　
以
下
同
じ
）
を
使
用
し
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
っ
て
い
る

も
の
又
は
レ
セ
プ
ト
文
字
デ
ー
タ
変
換
ソ
フ
ト
（
レ
セ
プ
ト
に
記
載
す

べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
を
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
抽
出

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
式
に
変
換
し
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
へ
の

記
録
を
可
能
に
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

二
　
薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て
い
る
も
の
が

　
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
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前
項
の
表
中
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
届
出
を
す
る
も
の
は
、
当
該
届
出
に
係
る
書
面
に
審
査
支
払
機
ﾐ

関
が
交
付
す
る
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
件
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
ﾐ

な
い
。
ﾐ

　
第
一
条
第
一
項
及
ぴ
本
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
う
ち
、
厚
生
労
ﾐ

働
大
臣
が
電
気
通
信
回
線
設
備
の
機
能
に
障
害
を
生
じ
た
と
き
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
ﾐ

使
用
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
ﾐ

は
、
書
面
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ﾐ

　
（
書
面
に
よ
る
請
求
）
ﾐ

五
条
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
書
面
に
よ
る
請
求
に
よ
っ
て
老
人
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
を
し
ﾐ

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
ﾐ

に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号
番
号
を
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬
明
細
ﾐ

書
の
所
定
の
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
ﾐ

　
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
明
細
書
に
は
、
診
療
日
ご
と
ﾐ

の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ﾐ

　
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
レ
セ
プ
ト
の
提
出
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
ﾐ

の
と
す
る
。
ﾐ
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書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求
書
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月

　
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
附
則
第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

　
「
指
定
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
に
、
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
」

を
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
に
、
「
指
定
審
査
支
払
機
関
等
」
を
「
審
査
支
払
機
関
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
指
定
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
指
定
審
査
支

払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
に

附
則
第
四
条
第
一
項
の
記
録
（
療
養
の
給
付
費
等
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
電
子
計
算
機
を
使

用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
行
う
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
ご
に
、
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の

使
用
に
よ
る
請
求
」
を
「
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

　
「
指
定
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
に
、
「
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
附
則
第
四
条
第
一
項
の
記
録
」

に
、
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
」
を
「
療
養
の
給
付
費
等
」
に
、
「
指
定
審
査
支

払
機
関
等
に
」
を
「
審
査
支
払
機
関
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
指
定
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
保
険
医
療
機

関
又
は
保
険
薬
局
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
」
を
「
記
録
し
た
光
デ
ィ

　
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
3
　
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
費
等
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

　
　
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
情
報
を
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
4
　
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま

　
　
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
た
だ
し
、
第
一
条
中
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
三
条

　
第
四
項
の
改
正
規
定
は
平
成
十
八
年
四
月
分
の
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請

　
求
か
ら
、
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬
明
細
書
」
を
「
診
療
報
酬
請
求
書
及
び

　
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細
書
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
別
に
定
め
る
日
か

　
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請

　
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

○
農
林
水
産
省
令
第
三
十
二
号

　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
用
医
薬
品
の

使
用
の
規
制
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
十
八
年
四
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
中
川
　
昭
一

　
　
　
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
の
規
制
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
の
規
制
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
二
号
）

う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
一
ア
ス
ポ
キ
シ
シ
リ
ン
を
有
効
成
分
と
す
る
注
射
剤
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
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成
分
と
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経
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濁
油
性
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を
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中
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蹄
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る
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効
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経
口
投
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懸
濁
油
性
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削
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一
イ
ベ
ル
メ
ク
チ
・
／
！
を
有
効
成
分
と
す
る
外
皮
用
剤
の
項
中
「
享
矯
謎
翌
」
を
「
享
冊
蟻
掛
聖
」
に
改
め
、

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
第
一
イ
オ
ン
交
換
樹
脂
結
合
エ
ン
ロ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
を
有
効
成
分
と
す
る
飼
料
添
加
剤
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

　
別
表
第
一
エ
ン
ロ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
を
有
効
成
分
と
す
る
注
射
剤
で
あ
っ
て
ア
ル
ギ
ニ
ン
を
含
有
す
る
も
の
（
こ
れ
と

有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
「
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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r写」 その1

保発第0410005号
平成18年4月10日

都道府県知事　　　　　殿

地方社会保険事務局長　殿

地方厚生（支）局長　　殿

厚生労働省保険局長

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に

関する省令の一部を改正する省令の施行について

　標記の省令については、本日、厚生労働省令第111号として公布され、その一

部が回目施行されることとなった。

　改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、了知の上、その取扱いに遺漏な

いようにされたい。

記

第1　改正の趣旨
　　　本日付けで、保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）

　　による診療報酬及び調剤報酬（以下「診療報酬等」という。）の請求方法として、

　　オンラインによる方法を追加し、一定期間傍は、保険医療機関等の種別や規模、

　　レセプトコンピュータの状況等に応じて、順次、オンラインによる方法に限定

　　すること等を内容とする療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用

　　の請求に関する省令の一部の改正する省令（平成18年厚生労働省令第111

　　号）が公布された（別紙1参照）。

　　　この省令改正は、平成17年12月1日に政府・与党医療改革協議会でとり

　　まとめられた「医療制度改革大綱」の内容を踏まえたものであり、レセプトの

　　オンライン化によって医療保険事務全体の効率化を図ろうとするものである。

　　　今後、個人情報の保護に十分留意しつつ、関係者の協力の下に円滑な施行を

　　図ることによって、所期の目的を実現することが求められる。



第2　改正の内容

　1　公布日施行分
　（1）厚生労働大臣が指定した保険医療機関又は保険薬局の電子情報処理組織の

　　　使用による請求の特例
　　　　厚生労働大臣が指定した保険医療機関又は保険薬局（以下「指定保険医療

　　　機関等」という。）は、社会保険診療報酬支払基金その他厚生労働大臣が指定

　　　する審査支払機関（以下「指定審査支払機関」という。）に対して、電子情報

　　　処理組織（オンライン）を使用して、療養の給付、老人医療及び公費負担医

　　　療に関する費用（以下「療養の給付費等」という。）の請求を行うことができ

　　　ることとした（試行的方式は平成19年度まで）。

　　（2）電子情報処理組織中使用による請求の開始又はプログラムの変更に関する

　　　届出
　　　　指定保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による請求を始めようとす

　　　るときは、次に掲げる事項を指定審査支払機関に届け出なければならない。

　　　　①保険医療機関等の名称及び所在地
　　　　②　指定審査支払機関に対して電子情報処理組織の使用による請求を行う

　　　　　ために使用するプログラムの名称、当該プログラムの作成者の氏名及び

　　　　　請求を開始する年月

　　　　③　その他厚生労働大臣が定める事項

　　　　指定保険医療機関等が、電子情報処理組織の使用による請求を行うために

　　　使用するプログラムを変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事

　　　項を審査支払機関に届け出なければならない。

　　　　①指定保険医療機関等の名称及び所在地

　　　　②　変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名

　　　　③　変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請求を

　　　　　始めようとする年月

　　　　④その他厚生労働大臣が定める事項
　　（3）指定保険医療機関等以外の保険医療機関等が行う療養の給付費等の請求

　　　　書面による請求又は光ディスク若しくはフレキシブルディスク（以下「光

　　　ディスク等」という。）を用いた請求を行う場合には、従前どおりの取扱いと

　　　する。

　　（4）その他所要の改正
　　　　　指定保険医療機関等が、電子情報処理組織の使用による療養の給付費等の

　　　　請求を行うに当たっては、各月分について、翌月10目までに行わなければ

　　　　ならないこととするとともに、指定審査支払機関の使用に係る電子計算機に

　　　　備えられたファイルヘの記録がされたときをもって当該指定審査支払機関に

　　　　到達したものとみなすこととする。



2　平成20年4月1目施行分
（1）保険医療機関等の療養の給付費等の請求

　　　保険医療機関等が、審査支払機関に対して、療養の給付費等の請求を行

　　う場合には、後記（4）の経過措置の期間に該当する場合を除き、電子情

　　報処理組織を使用して行うものとする。

（2）電子情報処理組織の使用による請求の開始又はプログラムの変更に関する

　　届出
　　　保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による請求を始めようとすると

　　きは、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。

　　　①　保険医療機関等の名称及び所在地

　　　②　審査支払機関に対して電子情報処理組織の使用による請求を行うため

　　　　に使用するプ・グラムの名称、当該プ・グラムの作成者の氏名及び請求

　　　　を開始する年月

　　　③　その他厚生労働大臣が定める事項

　　　保険医療機関等が、電子情報処理組織の使用による請求を行うために使用

　　するプログラムを変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を

　　審査支払機関に届け出なければならない。

　　　①　保険医療機関等の名称及び所在地

　　　②変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名

　　　③変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請求を

　　　　始めようとする年月

　　　④その他厚生労働大臣が定める事項

　（3）療養の給付費等に関する費用の請求の代行

　　　医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体で、医療保険の運営

　　及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かっ、十分な社会的信用

　　を有するもの（以下「事務代行者」という。）は電子情報処理組織の使用によ

　　　る請求の事務を代行することができることとする。

　　　保険医療機関等は、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請

　　　求を行うときは、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。

　　　　①　保険医療機関等及び事務代行者の名称及び所在地

　　　　②　事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求を始めようと

　　　　　する場合にあっては、審査支払機関に対して電子情報処理組織の使用に

　　　　　よる請求を行うために使用するプログラムの名称、当該プログラムの作

　　　　　成者の氏名及び請求を開始する年月

　　　　③　事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようと

　　　　　する場合にあっては、その年月

　　　　④その他厚生労働大臣が定める事項



　　　　また、事務代行者が、電子情報処理組織の使用による請求を行うため

　　　に使用するプログラムを変更しようとするときは、保険医療機関等は、

　　　次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。

　　①　保険医療機関等及び事務代行者の名称及び所在地

　　②　変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名

　　③　変更後のプログラムを使用して、事務代行者を介した電子情報処理組

　　　織の使用による請求を始めようとする年月

　　④　その他厚生労働大臣が定める事項

（4）電子情報処理組織の使用による請求に係る経過措置

　　保険医療機関等が行う療養の給付費等の請求について、以下の各期間にお

　いては書面又は光ディスク等による請求を行うことができる（別紙2参照）。

　①平成21年3月31日までの期間
　　ア　病床数が400床未満の病院のうち、レセプトコンピュータ（療養の

　　　給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であって、診療報酬請

　　　求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書を

　　　電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

　　　ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

　　　処理の用に供されるものをいう。）をもって作成することができるもの

　　　をいう。）を使用しているものであって、光ディスク等を用いた請求を

　　　行っているもの又はレセプト文字データ変換ソフト（レセプトに記載す

　　　べきこととされている情報をレセプトコンピュータから抽出して厚生

　　　労働大臣が定める方式に変換し、光ディスク等への記録を可能にするソ

　　　　フトウエアをいう。）を使用することによって光ディスク等を用いた請

　　　求が可能となるものが行う療養の給付費等の請求（歯科に係るものを除

　　　　く。）

　　　イ　レセプトコンピュータを使用している薬局が行う療養の給付費等の

　　　　請求

　　②平成22年3月31日までの期間
　　　ア　病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであって、光

　　　　ディスク等を用いた請求を行っていないものが行う療養の給付費等の

　　　　請求（歯科に係るものを除く。）

　　　イ　診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養

　　　　の給付費等の請求（歯科に係るものを除く。）

　　③平成23年3月31日までの期間
　　　ア　病院・診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行

　　　　う、療養の給付費等の請求（歯科に係るものに限る。）



　　イ　病院・診療所・薬局のうち、レセプトコンピュータを使用していない

　　　ものが行う療養の給付費等の請求（次の④に掲げるものを除く。）

　④平成23年4月1目から平成25年3月31目までの間で厚生労働大臣

　　が定める日

　　ア　平成21年4月1目に現存する病院・診療所・薬局のうち、レセプト

　　　コンピュータを使用していないものであって、平成21年4月1目から

　　　平成22年3月31目までの間の療養の給付費等の請求件数が1，20

　　　0件以下である旨を厚生労働大臣に届け出た病院・診療所・薬局が行う

　　　療養の給付費等の請求（歯科に係るものを除く。）

　　イ　平成21年4月1目に現存する病院・診療所のうち、レセプトコンビ

　　　ュータを使用していないものであって、平成21年4月1目から平成2

　　　2年3月31目までの間の療養の給付費等の請求件数が600件以下

　　　である旨を厚生労働大臣に届け出た病院・診療所が行う療養の給付費等

　　　の請求（歯科に係るものに限る。）

　　　上記届出をするものは、当該届出に係る書面に審査支払機関が交付する

　　療養の給付費等の請求の件数を明らかにすることができる書面を添えな

　　ければならない。

（5）書面による請求又は光ディスク等を用いた請求奪行う場合には、従前どお

　りの取扱いとする。
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局
の
名
称
及
び
所
在
地

該
磁
気
テ
L
フ
等
に
笙
項
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
・
グ
ラ
ム
（

　
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ

　
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ

一一　
　
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代

1



（
削
る
）

ヨ
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

3
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
一
項
の
記
録
を
行
う

　
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老

　
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ

　
と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

　
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

　
　
は
名
称

　
三
　
変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請

　
　
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

　
四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

関
す
る
費
用
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

4　
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に

に
は
・
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
を
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
（
診
療
報
酬
請
求
書
等
の
提
出
目
）

第
四
条
第
一
条
第
一
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求
書
は
、
各
月
分

　
に
つ
い
て
翌
月
十
目
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
磁
気
一
て
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る

三
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

年
月

　
　
の
年
月

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

3
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
磁
気
テ
ー
プ
等
に
篁
項
の
記
録
を
行
う

た
め
に
使
用
す
る
プ
・
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老

人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ

と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
．
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

　
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二
変
更
後
の
プ
・
グ
ラ
ム
の
名
称
、
当
該
プ
・
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は

　
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

三
変
暴
の
プ
・
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
磁
気
テ
少
等
を
用
い
た
請

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

第
轄
鞭
慧
難
戦
臓
群
輪
業

4

の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
診
療
報
酬
請
求
書
等
の
提
出
目
）

第
四
条
第
一
条
篁
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
註
裏
書
は
、
各
月
分

　
に
つ
い
て
翌
月
十
目
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、

掟
離
離
難
熱
幕
、
誰
雑
輩
譜

第
四
条
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
（
以
下
「
指

附
　
則

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
の
特
例
）

よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
そ
の
他
厚
生
労
働
大
豪
指
定
す
る
審
査
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
。
）
に
対
し
て
、
電
子
情
報

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
．
以
下
同
じ
．

）
を
使
用
し
て
・
嚢
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

　
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
前
項
の
規
定
に
吉
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

騰
落
擁
護
蕪
舗
難
難

費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

3算

q
雑
嚢
雛
難
物
羅
雛
費

る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従

っ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

用
の
請
求
宅
よ
う
与
る
と
き
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
毒
の

ほ
か
・
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
＋
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た

被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
撃
の
記
号

附

貝1』

3



番
号
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

4
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
．
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に

関
す
る
費
用
の
う
ち
・
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

に
は
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
篇
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

　
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
目
）

第
五
条
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費

負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る

請
求
」
と
い
う
・
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
旱
呈
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
ロ

2
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
讐
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
ヘ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
指

　
定
審
査
支
払
機
関
等
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
等
の
届
出
）

第
六
条
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を

始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
毒
を
記
載
し
た
糧
．

　
　
を
・
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
し

　
　
一
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
二
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

　
　
　
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
・
グ
ラ
ム
の
名
称
、
当

　
　
　
該
プ
。
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用

　
　
　
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月
，

　
　
三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

4



機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ

2　
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負

担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行

お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）

は
　　、

あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

一一

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

－
は
名
称

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
　
（
略
）

　
（
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
　
（
略
）

　
（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
　
（
略
）

　
（
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

第
十
条
　
　
（
略
）

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
（
略
）

　
（
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
（
略
）

　
（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
（
略
）

　
（
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

第
七
条
　
（
略
）

5



　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
（
略
）

　
（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
　
（
略
）

（
保
険
医
療
断
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登

　
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
　
（
略
）

　
　
（
療
養
取
扱
機
関
の
申
出
の
受
理
並
び
に
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健
康
保
険

　
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
　
　
（
略
）

　
　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
　
（
略
）

　
　
（
療
養
取
扱
機
関
の
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求
及
び
療
養
取
扱
機
関
の

　
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
　
　
（
略
）

　
　
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
　
　
（
略
）

　
　
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
　
　
（
略
）

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
（
略
）

　
（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

第
九
条
　
（
略
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登

　
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
＋
条
　
（
略
）

　
　
（
療
養
取
扱
機
関
の
申
出
の
受
理
並
び
に
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健
康
保
険

　
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
＋
一
条
　
（
略
）

　
　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
　
（
略
）

　
　
（
療
養
取
扱
機
関
の
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
駐
粟
及
び
療
養
取
扱
機
関
の

　
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
　
（
略
）

　
　
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
　
（
略
）

　
　
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
＋
五
条
　
（
略
）
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（
精
神
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
　
　
（
略
）

　
（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
　
　
（
略
）

　
　
（
結
核
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
　
（
略
）

　
　
（
麻
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
　
　
（
略
）

　
　
（
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
　
　
（
略
）

　
　
（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
　
　
（
略
）

　
　
（
老
人
医
療
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条
　
　
（
略
）

　
　
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
　
　
（
略
）

　
　
（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

　
（
精
神
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
　
　
（
略
）

　
（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
　
（
略
）

　
　
（
結
核
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
＋
八
条
　
（
略
）

　
・
（
麻
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
　
　
（
略
）

　
　
（
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
　
　
（
略
）

　
　
（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
　
（
略
）

　
　
（
老
人
医
療
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
　
　
（
略
）

　
　
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
　
　
（
略
）

　
　
（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
二
十
七
条
　
　
（
略
）

　
（
医
療
券
の
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
　
　
（
略
）

第
二
十
四
条
　
　
（
略
）

　
（
医
療
券
の
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条
　
　
（
略
）
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◎

嚢
の
給
付
・
老
人
医
療
及
び
奮
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
＋
一
年
厚
生
省
令
第
一
二
＋
六
号
）

（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
施
行
令
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
第
二
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
　
　
　
正
　
　
　
案

（
療
養
の
給
付
・
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
）

第
一
条
保
険
医
療
機
関
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
（

昭
和
五
＋
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
大
条
第
薫
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し

く
は
診
療
所
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
「
公
費
負
担
医

療
」
と
い
う
・
）
を
担
当
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「
保
険
医
療

機
関
」
と
い
う
・
）
又
は
保
険
薬
局
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
薬
局
若
し
く
は
公
費

負
担
医
療
を
担
当
す
る
薬
局
（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
．
）
は
、
療
養

の
給
付
（
健
康
保
険
法
（
大
正
±
年
法
律
第
七
＋
号
）
第
百
四
＋
五
条
規
定

す
る
特
別
嚢
費
、
入
院
時
食
事
箋
費
、
特
定
療
養
費
、
家
族
療
養
費
及
び
山
、
同

額
療
養
費
の
支
給
を
含
む
．
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
．
）
、
老
人
保
健
法
（

昭
和
五
＋
七
年
法
律
第
八
＋
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
（
入
院
時
食
事
療
萎
及

び
特
定
療
養
費
の
支
給
を
含
む
．
以
下
「
老
人
医
療
」
と
い
う
．
）
又
は
公
費
負

担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
老
人
医
療
及
び
公
費
負

よ
う
と
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
整
い
う
．
以
下
同
じ
．
）
を
使
用

し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
審

出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
　
療
養
の
給
付
、

担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
．
）
の
請
求
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
療
養
の
給
付
・
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
）

第
一
条
保
険
医
療
機
関
、
特
裏
認
保
険
医
療
機
関
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
（

昭
和
五
＋
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
＋
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し

く
は
診
療
所
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
「
公
費
負
担
医

療
」
と
い
う
・
）
を
担
当
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「
保
険
医
療

機
関
・
－
い
－
．
）
又
は
保
険
薬
局
同
項
各
号
に
掲
げ
る
喋
局
護
蕪

　
負
担
医
療
を
担
当
す
る
薬
局
（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
レ
う

の
給
付
（
健
康
保
険
法
（
歪
±
窪
律
第
七
＋
号
）
第
百
四
＋
五
条
に
規
定

す
る
特
別
療
蕃
犬
院
時
食
事
療
嚢
、
特
定
嚢
費
、
家
族
療
養
費
及
び
山
。
同

額
療
養
費
の
支
給
を
含
む
．
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
．
）
、
老
人
保
健
法
（

昭
和
五
＋
七
年
法
律
第
八
＋
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
（
入
院
時
食
事
療
養
費
及

び
特
定
療
蓉
の
支
給
を
含
む
．
以
下
「
老
人
医
療
」
と
い
う
．
）
又
は
公
蓉

担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
蠣
っ
て

は
診
療
報
酬
請
求
書
に
診
療
報
酬
明
細
書
を
、
保
険
薬
局
に
あ
っ
て
は
調
斉
報
酬

請
求
書
に
調
剤
講
明
礬
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
診
療
報
酬
請
求
蔓
は
調

剤
報
酬
請
求
書
の
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
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査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
～
十
　
　
（
略
）

す
る
費
．
用
の
請
求
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

毒
の
ほ
か
・
老
人
保
躾
施
行
規
則
第
＋
五
条
の
規
定
に
吉
患
者
か
ら
提
示

さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等

　
の
記
号
番
号
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
老
人
医
療
に
関

－
め
鷲
蕪
雑
罷
辮
麟
罪
器
蕪

療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
条

　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
」
と
い
う

－
輻
灘
羅
鼎
蘇
郵
旛
講
雛
縫

（
電
子
蕪
繋
難
解
縢
難
雛
舗
騨
・
以
下
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
等
の
届
出
）

　
一
～
＋
　
（
略
）

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
老
人
医
療
に
関

す
る
費
用
の
請
求
を
し
考
と
す
る
と
き
は
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
＋
五
条

の
規
定
に
吉
薯
か
ら
提
示
さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
に
吉
そ
の
者
に
係
る
保

険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号
番
号
を
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬

　
明
細
書
の
所
定
の
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

3
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
査
の
定
め
る
診
療
報
酬
明
細
書
に
は

・
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
前
条
第
一
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
、
■
診
療
報
酬
明
細
書
、
調
剤
報
酬
請
求

　
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細
書
の
様
式
は
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
る
。

　
（
表
　
略
）

　
（
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
）

第
三
条
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
・
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
舗

と
す
る
と
き
は
・
同
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
斉
報

酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細
書
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
華
項
を
電



第
三
条
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る

請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
請

　
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
齢
。

　一二

難
灘
簾
購
黙
難
難
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
第

扇
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
・
グ
ラ
ム
（
舜
畢
計
算
機
に
対
す
る

指
令
で
あ
っ
て
二
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る

　
年
月

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

訓
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
条
の
記
録
を
行
・
つ
た
め
に
使
用
す
る
プ
。
グ

ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
費
等
の
勢
算
定
方
法
が
改
め

ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
．
）
は
、
あ
ら
か
じ
め

・
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
ロ

　
一
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二
変
更
後
の
プ
。
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
・
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
隻

　
　
は
名
称

三
変
更
後
の
プ
・
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

　
　
劇
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
劉
っ
て
記
録
し
た
厚
生

労
働
大
臣
の
定
勤
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
生
ア
ィ
ス
ク
又
は
光
デ
ィ
ス

ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
．
）
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

2
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
請
求
（
以

下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
と
い
う
．
）
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

一
あ
ら
か
じ
め
・
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審

　
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
蚕
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
・
グ
ラ
ム
（

　
　
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
あ
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ

　
　
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
．
以
下
同
じ
．
）
の
名
称
、
当
該
プ
。
グ

　
　
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を

　
　
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

　
三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

釧
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
蚕
の
記
録
を
行
う

た
め
に
使
用
す
る
プ
・
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老

人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ

と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
．
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な

　
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
変
更
後
の
プ
。
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
・
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

　
は
名
称

　
　
変
更
後
の
プ
。
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請

　
剥
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

一
一一三



四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

（
削
る
）

　
（
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
代
行
）

第
四
条
前
三
条
の
規
定
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と

す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
．
）
で
、
医
療
保

険
の
運
営
及
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
＋

分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の
が
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
事
務
を
代
行
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
中
「
費
用

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と
す

る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
A
魯
．
）
で
、
医
療
保
険

の
運
蔓
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
＋
分

な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負

雛
羅
塑
戴
驚
懲
皿
都
議
鰻

療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
宅
よ
う
と
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は

保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
あ
る

の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人

医
療
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
老
人
医
療
」
と
、
「
同
項
の
フ
ァ

イ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
請
求
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
註
粟
を
事
務
代
行
者
を
介
し
て
行
う
」

と
・
「
療
養
の
給
付
・
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

4
第
蚕
の
場
合
に
お
い
て
、
嚢
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に

関
す
る
費
用
の
う
ち
・
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

に
は
疹
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
を
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
　
（
診
療
報
酬
請
求
書
等
の
提
出
目
）

第
四
条
第
一
条
第
蚕
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求
書
は
、
各
月
分

　
に
つ
い
て
翌
月
十
目
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
ム
・
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、

各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
＋
畏
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．



蔀
継
難
嘘
継
櫛
継
継

と
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
一
条

　
　
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
同
項
の
」
と
、

・
又
は
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
や
め

織
」
と
・
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き

よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」

と
あ
る
の
は
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第

灘
藤
蕪
礁
灘
姫
蒲
灘
織

」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月
、
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使

用
に
よ
る
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
賃
」
と
、
同
条
第

二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
を
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
を
事
務
代
行
者
が
変

更
」
と
・
同
項
第
書
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
保

険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
一
二
号
中
「
電
子
情

報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

貝1」

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
で
あ
っ

て
・
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
呈
で
の
間
は

　
　
附
　
則

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
嚢
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

　
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
の
特
例
）

第
四
条
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
（
以
下
「
指

定
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
．
）
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず



・
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
面
に
よ
る
請
求
（
嚢
の
給
付
費
等
に
つ

い
て
・
保
険
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
診
療
報
酬
請
求
書
に
診
療
報
酬
明
細
婁
、

保
険
薬
局
に
あ
っ
て
は
調
剤
報
酬
請
求
書
に
調
剤
報
酬
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ

を
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
又
は
調
剤
報
酬
請
求
書
の
審
査
支
払
機
関
に
提
出
す
る

こ
と
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
を
い
う
．
以
下
同
じ
．
）
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用

い
た
請
求
（
療
養
の
給
付
費
等
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
電

子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
記
録
し
憶
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
光
デ
ィ
ス

ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
．
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
請
求
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

病
床
数
が
四
百
床
未
満
の
病
院
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
（
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
を
行
う
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
診
療
報
酬
請
求
書
及

び
診
療
報
酬
明
細
書
並
び
に
調
剤
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤

報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」
と
い
う
。
）
を
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
っ
て
、

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

　
　
。
）
を
も
っ
て
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
い

る
も
の
で
あ
っ
て
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行

っ
て
い
る
も
の
又
は
レ
セ
プ
ト
文
字
デ
ー
タ
変
換
ソ
フ
ト

（
レ
セ
プ
ト
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
を

レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
抽
出
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
方
式
に
変
換
し
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
へ
の
記
録
を

平
成
一
一
＋
一
年

三
月
三
十

・
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
＋
一
二
年
法
律
第
百
二
＋
九
号
）
に

よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
審
査
支

払
機
関
（
以
下
「
指
定
審
査
支
払
機
関
等
」
と
い
う
．
）
に
対
し
て
、
電
子
情
報

処
理
組
織
（
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置

を
含
む
・
以
下
同
じ
．
）
と
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
慣

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
毬
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
．
以
下
同
じ

）
を
使
用
し
て
・
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
室
担
医
療
に
関
す
る
費
用

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



可
能
に
す
る
ノ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て
　
い
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求

三
　
病
院
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て

平
成
二
十
二
年

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
レ
セ
プ
ト
文
字
デ
ー
タ
変
換
ソ
フ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

三
月
三
十
一
目

四
　
診
療
所
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
　
て
い
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
　
係
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
病
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

平
成
二
十
三
年

を
使
用
し
て
い
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
月
三
十
一
目

七
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
目
に
現
存
す
る
病
院
若
し
く
は

平
成
二
＋
三
年

診
療
所
又
は
薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

四
月
一
日
か
ら

使
用
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月

平
成
二
＋
五
年

一
目
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
の
間
の
療

三
月
三
十
一
目

15



養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
件
数
が
千
二
百
件
以
下
で
あ
る

ま
で
の
間
で
厚

旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
が
行
う
療
養
の
給

生
労
働
大
臣
が

付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

定
め
る
目

八
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
目
に
現
存
す
る
病
院
若
し
く
は
　
診
療
所
又
は
薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
　
使
用
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月
　
一
目
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
の
間
の
療
　
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
件
数
が
六
百
件
以
下
で
あ
る
旨
　
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
　
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

出
に
係
る
書
面
に
審
査
支
払
機
関
が
交
付
す
る
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
件
数

2　
　
前
項
の
表
中
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
届
出
を
す
る
も
の
は
、
当
該
届

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
は
保
険
薬
局
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
電
気
通
信
回
線
設
備
の
機
能
に
障
害
を

3　
　
第
一
条
第
一
項
及
び
本
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
医
療
機
関
又

生
じ
た
と
き
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求

を
行
う
こ
と
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
又

は
保
険
薬
局
は
、
書
面
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

2　
　
前
項
の
規
定
に
吉
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従

っ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

用
の
請
求
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
の

3　
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
老
人
医
療
に
関
す
る
費

ほ
か
・
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た

被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号

番
号
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

関
す
る
費
用
の
う
ち
・
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

4　
　
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に

に
は
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
書
面
に
よ
る
請
求
）

　
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第

第
五
条

　
　
　
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
書
面
に
よ
る
請
求
に
よ
っ
て
老
人
医

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に

係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号
番
号
を
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調

剤
報
酬
明
細
書
の
所
定
の
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
酬
明
細
書
に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

2　
　
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報

こ
と
が
で
き
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

3

書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
レ
セ
プ
ト
の
提
出
は
、
厚
生
労
働
大
臣

　
書
は
・
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
目
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求

　
（
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
）

第
六
条
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始

　
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

　
・
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
附
則
第
四
条
第
一
項
の
記
録
（
療
養
の
給
付
費
等
に
つ
い

て
・
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
行
う
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
た
め

　
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を

　
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
目
）

　
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る

第
五
条

　
　
　
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費

請
求
」
と
い
う
・
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
＋
呈
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

2
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用

　
ら
な
い
。

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
ヘ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
指

定
審
査
支
払
機
関
等
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
の
届
出
等
）

始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

　
を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

第
六
条
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を

　
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
、
当

該
プ
。
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
壼
畢
情
報
処
理
組
織
の
使
用

　
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

一一　
　
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項



訓
翔
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養

　
の
給
付
費
等
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す

　
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

　
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
附
則
第
四
条
第
一
項
の

一　

ﾛ
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

　
は
名
称

三　
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請

　
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
目

3　
　
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
費
等
の

ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
光

デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
目
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、

　
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
フ

2　
　
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負

担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行

お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一　

w
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

　
は
名
称

三
　
変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

剥
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項



→　：紙、電子媒体又はオンラインによる請求
　　　（オンラインについては、平成18・19年度は個別指定）

卜⇒：（）内の日付以降、オンラインによる請求に限定

（別糸氏2）

【医　科　】 18年度i19年度 i20年度　i21年度　i22年度 23年度～　　i

病院① ：
：

l　　　　　l　　　　　l　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　・ …

：
： 1（20．生1）　　i …

Il　　　　：　　　　1l　　　　　l　　　　　l
@　　　’　　　　　：

：
：400床未満＋レセ電有一・・P一．，・一・』一一⇔・・』．，・．“・一，7－

S00床未満＋文字対応一，・，一・．』一・，一一一・．一・，■一一■，．一，

病院② 1　　　　：　　　　　　　　　’
戟@　l　　l（21．4．1）

：
：

：

l　　　l　　　：　　　i　　　　：　　　　　：一 二
：

病院③

レセコン有

{レセ電無

{文字非対応 ，

1　　　　　：　　　　　l

戟@　i　　i　　l（22．4．1）
：
：

＝

：　　　　　l　　　　　l　　　　　：

@　　　l　　　　　l　　　　　：

：
：

病院④ レセコン無

i⑤を除く）

l　　　　　l　　　　　：　　　　　：
F　　　　　：　　　　　l　　　　　l

（23．4．1）　i

：
：
●

l　　　　　l　　　　　l
戟@　　　　＝　　　　　1・　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　・

病院⑤ レセコン無

{少数該当＋既設 1　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　・P　　　　　：　　　　　：

@　　　　　　　：
i（23．4．1から2年の範囲内で別に定める日）

【医　科　】 18年度i19年度 i20年度i21年度i22年度 23年度～　　i

l　　　　　l　　　　　：　　　　　l
戟@　　　　：　　　　　1

…

診療所① レセコン有 ：　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　：
F　　　：　　　l　　　l（22．4．1）　　　　　　・
l　　　　l　　　　l　　　　l
I　　　　　！　　　　　l　　　　　l　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　■

：
1

診療所② レセコン無

i③を除く）

■l　　　　　l　　　　l戟@　　　　：　　　　　：　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　＝　　　：　　　（23．4．1）　　・

＝　　　　　1
＝@　　　　＝　　　　　1　　　　　：

l　　　l　　　l　　　　　i　　　　　　　　：

診療所③ レセコン無

{少数該当＋既設

＝　　　　　l　　　　　l　　　　　：　　　　　1
F　　　　　：　　　　　1．　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　・1（23．4．1から2年の範囲内で別に定める日）

【歯　科　】 18年度：19年度 ＝20年度i21年度122年度 23年度　　　　：

：　　　　　＝　　　　　l　　　　　l
戟@　　　　l　　　　　：　　　　　1　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　■

：
：

病院・

f療所①
レセコン有

：　　　　　：

：　　　　　1　　　　　＝　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　：　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　一

（23．4．1）

l　　　　　l　　　　　l
戟@　　：　　　：　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　：

病院・

f療所②
レセコン無

i③を除く） ■

：　　　　　1　　　　　＝　　　　　l
戟@　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　嘔　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　：
i23．4．1）　　1

l　　　l　　　：　　　l　　　l　　　　　i：　　　　　：　　　　　l　　　　　l　　　　　l

病院・

f療所③
レセコン無

{少数該当＋既設
：
：

l　　　　　l　　　　　l　　　　　’

F　　　　　1
1（23！L1カ｛ら2年の範囲内で別に定める日）

【調　剤　】 18年度：19年度 ：20年度　：21年度122年度 23年度～　　　：

：　　　　　l　　　　　l　　　　　l
戟@　　　　l　　　　　’　　　　　1

＝
：

薬局① レセコン有 ：　　　　　l
戟@　　　　：　　　　1

　　　　■堰i21．4．1）
：
：

＝

1　　　　：　　　　l　　　　l　　　　：　　　　　：　　　　　1 ：
：

薬局② レセコン無

i③を除く）

：　　　　　l　　　　　l　　　　　l
戟@　　　　l　　　　　l　　　　　＝

　　　　　　　＝
i23．4．1）　　：

：

　　　　…
戟@　　　　l　　　　　：　　　　　：

@　　　　　　　：　　　　　1
薬局③ レセコン無

{少数該当＋既設
1　　　　　：　　　　　l
戟@　　　　：　　　　　：

　　　　1
怐@　　　　　　　　　　　　　　　・

堰i23．4．1から2年の範囲内で別に定める日）

注1．rレセ電有」とは、レセプトコンピュータでレセプト電子請求を行っている場合をいっ。　　　　、
注2．r文字対応」とは、レセプトコンピュータにレセプト文字データ変換ソヨトの適用が可能である場合をいっ・

注3．rレセコン有」とはレセプト作成業務を電算化している場合をいっ。　　　　　　　　　　、
注4．r少数該当」とは、月間平均請求件数が医科・調剤で1・・1牛以下・蝉で50件以下の場合をいっ・

注5．「既設」とは、平成21年4月1日時点において現存している機関をいっ。



r写」 　　　　　　　その2

保総発第0410001号

平成18年4月10日

地方社会保険事務局長殿
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長　殿

都道府県老人医療主管部（局）

　老人医療主管課（局）長殿

地方厚生（支）局長殿

厚生労働省保険局総務課長

保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた

費用の請求等に関する取扱いについて

標記については、r保険医療機関に係る磁気テープ等を用レ・た費用の請求に関する

取扱要領」（平成・3年・・月・日保保発第37号・｛呆国発第73号・以下「医科取

扱要領」という．）、r保険薬局に係る磁気テープ等を用いた費用の請求に関する取扱

要領」（平成・3年・・月3・日保保発第5・号、保国発第8・号・以下「調剤取扱

要領」という。）及び「特定機能病院等における入院医療の包括評価に係る磁気テー

プ等を用いた費用の請求に関する取扱要領」（平成16年4月27日保総発第

0427002号。以下「DPC取扱要領」という。）により取り扱っているところである

が、今般、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省

令（昭和5・年厚生省令第36号）の一音B改正に伴い・別添のとおり「保険医療機

関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求に関する取扱要領」を定め、

平成18年4月請求分から適用することとしたので通知する。

　今回の改正は、指定医療機関等の電子情報処理組織（オンライン）の使用による

請求の特例を加えたほか、届出様式及び手続に所要の改正を行ったものであるので、

関係者への周知及び指導について、よろしくお取り計らい願いたい。

　なお、これに伴い、医科取扱要領、調剤取扱要領及びD　P　C取扱要領は廃止する。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別　添）

　　　　　　　　保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等

　　　　　　　　　を用いた費用の請求に関する取扱要領

1　光ディスク等による診療（調剤）報酬の請求の届出
　保険医療機関又は保険薬局（以下r保険医療機関等」とレ・う・）」ま・療養の給付こ老

麟蝶野灘鞭鱗畢灘雀羅智定謡表
敷簸膿惣轟蛸蟷禽羅ヒ隻蘇畿難
ラム等を変更する場合は、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出る（別添1参照）

　こと
　　濤、保険医療機関等で作成する光ディスク等が、厚生労働大臣の定めた記録条件仕

様等に適合しているかどうかを保険医療機関等が事前に確認したい場輿・審査支払機

関に依頼（別添2参照）して確認試験を受けることができるものである一と・

2　光ディスク等の提出
（1）保険医療機関等は、光ディスク等を正・副2枚作成し・正本に所要の事項を翼

　　したうベノレ（別添3参照）を貼付のうえ、請求省令の定める診療（調剤）報酬言青求

　　書に添えて、保険医療機関等が所在する都道府県の審査支払機関1こ所定の期日まで

　　に提出すること。
（2）光ディスク等の提出に当たっては、破損等を防止するため・保護ケースを使用す

　　ることロ
　（3）　光ディスク等の副本は、保険医療機関等で保管すること。
　　　　なお、審査支払機関に提出した正本が傷等の理由から読み取りができない場合・

　　正本に代えて提出するものであること。
（4）返戻照会に係る再請求分がある場合は、当騰求の光ディスク等の言責求分生区分

　　　し、審査支払機関が返戻した光ディスク等に記録された言青求情報に基づき現行の紙

　　　レセプトに準じて出力した紙レセプト（以下r出力紙レセプト」という・）に診療（調

　　　剤）報酬請求書を添えて、（1）と同様に提出すること。

3　保険医療機関等への連絡
　（1）提出された光ディスク等について、読み取り不能が発生した場合は・受付エラー

　　　連絡票により連絡すること。
　　（2）診療（調剤）報酬請求点数の算定誤り藩査による査定等・請求点数に異動力§生

　　　じた場合は、増減点連絡書により連絡すること。
　　（3）記載事項の不備等事務的理由による返戻及び審査委員会の返戻照会亭・光ディス

　　　ク等に記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプトにより行っこと。

　4　保険者等への請求
　　　保険者等＿の請求は、平成23年3月3・目までの間は・保険者等の選択により以下

　　のいずれかの方法で行うこと。
　　（1）診療（調剤）報酬明細書情報を、電子情報処理組織を使用して保険者等の電子計

　　　響動露礁襲譲蒲Y蝦鸚鵡響間脳
　　　る目からとする。



（2）　診療（調剤）報酬明細書情報を記録した光ディスク（DVD－R又はCD－R）

　　を提出する。

　（3）　出力紙レセプトを提出する。
　ただし、平成23年4月1目以降の保険者等への請求は・（1）の方法で行うこと・

5　再審査の申出及び請求の取下げ申出
　　再審査の申出及び請求の取下げ方法は、出力した紙レセプトにより行うこと・

6　その他
　　厚生労働大臣が指定する保険医療機関等（以下「指定保険医療機関等」というf）が

請求省令附則第四条の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して費用の請求を

行う場合の取扱は以下によること。

　（1）請求に関する届出
　　　指定保険医療機関等は、診療（調剤）報酬の請求に当たって、電子情報処理組織

　　を使用する場合、又は使用しているプログラム等を変更する場合は・あらかじφそ

　　の旨を厚生労働大臣が指定する審査支払機関（以下「指定審査支払機関」といっ。）

　　に届け出る（別添4参，照）こと。
　　　なお、指定保険医療機関等で電子情報処理組織の使用による費用の請求が厚生労

　　働大臣の定める方式に適合しているかどうかを事前に確認したい場合は、指定審査

　　支払機関に依頼（別添5参照）して確認試験を受けることができるものであること。

　（2）請求に関する方法
　　ア　指定保険医療機関等は、診療（調剤）報酬請求書情報及び診療（調剤）報酬明

　　　細書情報について、厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入室して

　　　指定審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに所定の期日までに記録す

　　　ること。ただし、電気通信回線に障害が生じた場合その他の事情により、指定審

　　　査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録できないときは、前記2又

　　　は診療（調剤）報酬請求書及び診療（調剤）報酬明細書より請求すること。

　　イ　返戻照会に係る再請求分がある場合は、平成20年度までの間で厚生労璽省が

　　　別に定める目までの間、当月請求の電子情報処理組織の使用による費用の請求分

　　　　と区分し、指定審査支払機関が返戻した出力紙レセプトに請求省令に定める診療

　　　　（調剤）報酬請求書を添えて提出すること。

　（3）　指定保険医療機関等への連絡等

　　　　前記3と同様とすること。

　（4）　保険者等への請求

　　　　前記4と同様とすること。
　（5）　再審査の申出及び請求の取下げ申出

　　　　前記5と同様とすること。



別添1 @　　　　光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出

　　　　　　厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を用ヤ’た

　　　　　費用の請求を開始することに関し、r療養の給付・老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求1こ

　　　　　　　　　　　　変更

　　　　　関する省令」の規定に基づき届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設者
（審査支払機関名）　　御中　　　　　　　　　　　　　　　　　④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　1　…　…　…　l　l　、轍表区分　医科・DPC’調剤
　医療機関（薬局）コード　　　　　l　　i　　i　　i　　l　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保険医療機関（薬局）名

@　　　　　　郵便番号　□1一□□
保険医療機関（薬局）所在地

　　プ　ロ　グ　ラ　ム名　称

　　ソフトメーカー名

　　（プログラムの作成者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　受付印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成年月請求分から
　　請求開始・変更年月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C　D－R　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　O　　　電　子　媒　体　　　　　　　　F　D

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MS－DOS／CSV形式
　　　記　録　形　式

　　　　　　　　　　エ　　　備　　　　　　朽



作成要領

1この様式轟ま、光ディスク等を用いた費用の請求を開始又は変更しようとするとき・保険医療機関（薬局）の所在する審

査支払機関に医科、DPC及び調剤別に作成し提出する・
2光ディスク等を用いた費用の請求を開始又は変更しようとするとき・その別を○で囲む。

鵬無爵野、繋講騰轡電話番号…保険医療機関（薬局）所在地・及び「郵

便番号」欄には、保険医療機関届で届け出た記載内容を記入す c・

5「プログラム名称」欄には、ソフトの名称及びシリーズ名を記入する。

1器蕪諜．1薪講論瓢窟笈瓢｝る・きに・当該診療・調一

　剤）報酬の請求年月を記入する。

8r電子媒体」欄には、記録する電子媒体を○で囲む・



別添　2 平成 年 月 日

（審査支払機関名）　御中

　　　　住　所

開設者

　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書

光ディスク等を用し、た費用の請求を開始するにあ　確認試験を受けたいので次のとおり依頼します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼回数　　　　　新　規・　　回目

点数表区分　医科・DPC調剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　　　　　　　　　　ユ

医療機関（薬局）コード　い一一電話番号

　保険医療機関（薬局）名

　　　　　　　　　　　　　　〒
保険医療機関（薬局）所在地

　プログラム名称

　ソフトメーカー名
　（プログラムの作成者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C　D・R　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　　O　電　　子　　媒　　体　　　　　　F　D

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入院外　・

　見込件数入院・
　　　備　　　　　考

《・欝擁灘、難難論灘薯蚕撚響灘
　　剤別に作成し提出する。
　2本依頼書の提出期日は確認試験を実施する月の前月20日までとする・

　　3r点数表区分」欄には、医科、DPC及び調剤の別をOで囲む・

1所騰1號1瀞蕪1難無麟険医療機関（薬局）

　　6rプログラム名称」欄には、ソフトの名称及びシリーズ名を記入する・
　　7「ソフトメーカー名」欄には、ソフトメーカー名又はプ・グラムの作成者の氏名を記入する。

　　8r電子媒体」欄には、記録する電子媒体を○で囲む・
　　g　r見込件数」欄には、確認試験を受ける際の見込件数を記入する・



別添3

電子媒体への表記

電子媒体一の表記については、記録形式、点数表区分・医療機関（薬局）コ jド・

保険医療機関（薬局）名称、診療（調剤）月分・提出年朋及び媒体枚数（青青求枚

数及び当該媒体の順）並びに支払基金又は国保連の易ljを記載する・

なお、確認試験で提出する電子媒体一は、貼付ラベルの余白に「試験用」と朱記

する。

1　FD・MOへの貼付ラベル
　　MS－DOS／CSV形式（FD・MO用）

　　MS＿DOS／CSV（医科・DPC・調剤）
　　医療機関（薬局）コード

　　保険医療機関（薬局）名称
　　診療（調剤）月分　　　　　年　　　　月分

　　提出年月日　　　　　　　　年　　　　月

　　　媒体枚数　　　　　　　　　枚中　　　枚目

’目

支払基金

国保連

MS－DOS／固定項目長形式（MO用）

MS－DOS／固定項目長
医療機関コード

保険医療機関名称

診療月分　　　　　　　　　年

提出年月日　　　　　　　　年

媒体枚数　　　　　　　　　枚中

月分

月

枚目

支払基金

国保連

日

J　I　S／固定項目長形式（FD用）

J　I　S／固定項目長

医療機関コード

保険医療機関名称

診療月分　　　　　　　　　年

提出年月日　　　　　　　　年

媒体枚数　　　　　　　　　枚中

分
　
目

月
月
枚

目

支払基金

国保連



一FD及びMOへのラベルの貼付箇所

　　　　　　　F　D MO

2　CD－Rへの表記
　　レーベノレ副こシーノレ等を貼付せずに、フェルトペン等により記入すること・

医療機関（薬局）コード

保険医療機関（薬局）名称

点数表区分　医科・DPC・調剤

診療（調剤）月分　　　年　　月分

提出年月日　　　年　　月　　日

媒体枚数　　　枚中　　枚目

　　支払基金　・　国保連

○

レーベル面



別添　4
　　　　　　　　　　　　　　電子情報処理組織の使用による費用の請求1こ関する届出

　　　　　　電子言＋算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って電子情報処理組織の使用による費用の

　　　　　言青求を開始することに関し、r療養の給付・老人医療及び公費負担瞭こ関する費用の請求に

　　　　　　　　　　変更

　　　　　関する省令」の規定に基づき届け出ます。　　　　平成年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設者

（審査支払機関名）　御中　　　　　　氏名　　　　　⑤
　　　　　　　　　　　　　　　　…　…　…　i　i　l　点数表区分　医科・DPC調剤
　医療機関（薬局）コード　　　　　i　　i　　i　　：　　：　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

保険医療機関（薬局）名

@　　　　　　郵便番号穀類1耕保険医療機関（薬局）所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　※受付印
　プロ　グラ　ム名称

ソフトメーカー名　（プログラムの作成者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月請求分から
　請求開始・変更年月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　I　P－VPN接続

電気通信回線　ダイヤノレアツプ接続（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
オンライン請求システムに係る安全　　有●ハい対策の規程（セキュリティ赤りシー）

　　　　備　　　考



作成要領

1この様式｝ま、電子清華艮処理組織の使用による費用の請求を開女台又は変更しようとするとき・保険医療機関（薬局）

の所在する審査支払機関に医科、DPC及び調剤男ljに作成し提出する・

2電子情報処理組織の使用による費用の請求を開始又は変更しようとするとき・その別を○で囲む。

鵬謝謝禦ID「購灘響。・電話番号…保険医療機関（薬局）所在地・及

びr郵便番号」欄には、保険医療機関届で届け出た記載内容を記入する・

5「プログラム名称」欄には、ソフトの名称及びシリーズ名を記入する・

1総蕪瓢．1庵熱論部錦織巖臆よ・とす・・きに・

8当�T艮灘懇懇支ち　方法がダイヤルア・プ接続及びIP－VPN接続の別を・で囲

　　む。
　　　なお、ダイヤノレアップ接続（ISDN）の場合は・専用電言舌番号を記入する・



別添　5

平成 年 月 日

（審査支払機関名）　御中

　　　　住　所

開設者

　　　　氏　名

電子情報処理組織の使用による費用の言青求に係る確認試験塑書

電子＋青報処理組織の使用による費用の請求を開始するにあたり・確認試験を受けたいので次のとおり依頼しま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼回数　　 新規・　回目
　点数表区分　医科・DPC’調剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　し

医療機関（薬局）コード @ロロロ電話番号
　　保険医療機関（薬局）名

　　　　　　　　　　　　　　　〒
　保険医療機関（薬局）所在地

　　プログラム名称

　　ソフトメーカー名
　　（プログラムの作成者の氏名）

　　電気通イ言回線ダイヤルアッフ・接続（　　）　IPVPN接続

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入院外　・
　　見　込　件　数　入院・

　　　　備　　　　　考

《・熱熱そ際讐欝農無償謬響男雛講繍惚継盤籔溺鷹・

　　　DPC及び調剤別に作成し提出する。
　　2本依頼書の提出期日は確認試験を実施する月の前月20日までとする・

　　3r点数表区分」欄には、医科、DPC及び調剤の別をOで囲む・

1．義灘鰭欝欝慰撫歯寒麟険　朝）
　　　6rプログラム名称」欄には、ソフトの名称及びシリーズ名を記入する・

　　　7「ソフトメーカー名」欄には、ソフトメーカr名又はプ・グラムの作成者の氏名を記入する。

1麟糠篇1．灘織爆驚濡・プ接　びIP－V・N　の別を・

　　　　で囲む。
　　　　　なお、ダイヤノレアップ接続（ISDN）の場合は・専用電話番号を記入する・
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都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長　殿

都道府県老人医療主管部（局）

　老人医療主管課（局）長殿

地方社会保険事務局長殿

厚生労働省保険局総務課

　　保険システム高度化推進室

平成18年度及び平成19年度においてオンラインによるレセプトの

提出を行おうとする保険医療機関及び保険薬局に係る厚生労働大臣の

指定に関する窓口等について

　平成18年度及び平成19年度において、保険医療機関及び保険薬局が、療養の

給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正す

る省令附則第四条第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする場合に

は、厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室が手続の窓口となりますの

で、その旨ご連絡します。

　なお、平成18年度中においては、

　①審査支払機関におけるコンピュータ機器の増強整備の途上にあることから、

　　指定数を絞ったものとする予定であること（平成19年度からはこうした制約

　　をなくす予定）

　②指定前にテスト運用の確認を十分に行う予定であり、指定までに一定の期間

　　を要すること

　につきまして、あらかじめご承知おきをお願いします。

連絡先：

厚生労働省　保険局　総務課　保険システム高度化推進室　岡田、中村、星野

〒100・8916東京都千代田区霞が関1・2・2鹿L　O3・5253・1111（内線3267、3269）



r写」 　　　　　　　その4

保総発第0410002号

平成18年4月10目

各都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長　殿

都道府県老人医療主管部（局）

　老人医療主管課（局）長　　　殿

地方社会保険事務局長殿

地方厚生（支）局長　殿

厚生労働省保険局総務課長

「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関する

ガイドライン」等の策定について

　平成18年4月10目付けで、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する

費用の請求に関する省令の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第111

号）が公布され、レセプトのオンラインによる提出が始まることとなった。

　これに伴い、レセプトに係る個人情報の保護を図る観点から、別添1のとおり「レ

セプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライン」を定めるとと

もに、このガイドラインに則った「レセプトのオンライン請求システムに係る安全

対策の規程例（保険医療機関及び保険薬局用：別添2）」及び「レセプトのオンライ

ン請求システムに係る安全対策の規程例（保険者用：別添3）1を作成したので通知

する。

　また、このことに関する留意事項は下記のとおりであるので、関係者への周知に

つき遺漏のないよう配慮されたい。

記

1　審査支払機関について

　　審査支払機関は、別添1の「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに

関するガイドライン」に沿って、オンライン請求システムに係る安全対策の規程

　を策定し、それに基づき適正な実施体制等を確保すること。



2　オンラインによるレセプトの提出を行う保険医療機関及び保険薬局について

（1）オンラインによるレセプトの提出を行う保険医療機関及び保険薬局は、別添

　　1の「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライン」

　　に沿って、オンライン請求システムに係る安全対策の規程を策定すること。

　　　なお、規程の策定に際しては、別添2の「レセプトのオンライン請求システ

　　ムに係る安全対策の規程例（保険医療機関及び保険薬局用）」を参考にされたい。

（2）近時、コンピュータウイルスに感染した情報交換ソフトによる情報漏洩の事

　　例が発生しているが、こうしたことを防止するためには、オンラインによるレ

　　セプトの提出に用いる送信機器（パソコン）は、オンライン請求に関する業務

　　以外には使用せず、したがって業務に必要とするソフトウエア以外のソフトウ

　　エアはインストールしないようにすることが重要である。なお、これについて

　　は、別添2の「レセプトのオンライン請求システムに係る安全対策の規程例（保

　　険医療機関及び保険薬局用）」の4に定めている。

3　オンラインによるレセプトの受取を行う保険者について

（1）オンラインによるレセプトの受取を行う保険者は、別添1の「レセプトのオ

　　ンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライン」に沿って、オンライ

　　ン請求システムに係る安全対策の規程を策定すること。

　　　なお、策定に際しては、別添3の「レセプトのオンライン請求システムに係

　　る安全対策の規程例（保険者用）」を参考にされたい。

，（2）前記2の（2）と同様に、オンラインによるレセプトの受取に用いる通信機

　　器（パソコン）は、オンライン請求に関する業務以外には使用せず、したがっ

　　て業務に必要とするソフトウエア以外のソフトウエアはインストールしないよ

　　うにすることが重要である。なお、これについては、別添3の「レセプトのオ

　　ンライン請求システムに係る安全対策の規程例（保険者用）」の4に定めている。



別添1

レセプトのオンライン請求に係る

セキュリティに関するガイドライン

平成18年4月

厚生労働省



目

1総則．＿．＿。．＿＿……・…・……・・……・…………睡・

1目的．＿＿．．．．．．＿＿．＿……一・一……D一・・・・・……一・…・一…

2適用範囲，．．．．．．齢．＿＿．．．＿＿＿，．．＿＿一・……・…・・…・・……・一

3位置付け．．．．．．＿＿一＿＿．．一＿．．．＿＿．．．．．．＿，＿．＿＿．．一

1萱翫：二二：二：：：二：：：二：二：：二二：：二：：：二：：：：二：二：：：二：：二：：：1：：二：二

”セキュリティに関するガイドライン＿＿

1組織●体制・一…一一一・・’”’皿’…’”’”””齢皿”
�

　（1）責任者の任命＿＿＿＿＿＿．＿＿．＿＿＿．＿＿

　（2）責任の所在，＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＝．＿．＿＿＿＿

　（3）連絡体制，＿＿一＿＿＿，．＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿，

2情報の分類と管理．＿．＿．．．，＿，＿．．．＿＿．．＿．．＿．＿．．

　8嬉翻罵難二二1：：：二二1二1：：二：ll二：二：二

　（3）情報の分類に応じた管理方法＿＿＿＿＿＿，＿

3物理セキュリティ＿一＿．＿＿．．．．．＿＿．＿＿，＿．＿．．．

　（1）医療機関及び薬局の送信機器の設置場所＿＿

　ll顕麓縫黙難難鵬罎麺1二：11

4人的セキュリティ．．一一……一一・一・……一・一・一……

　（1）すべての人員の基本的な責務＿＿＿＿＿．．＿

　　（2）機関の長の責務＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿．．一＿

5技術的セキュリティ＿＿一．＿．＿．，，＿一一・・

　　（1）レセプトデータの機密性の確保＿＿＿＿．＿

　　（2）伝送相手の正当性の確保＿＿＿＿＿．＿＿＿

　　織鰻享妻2麗鶴麟二二1：：1二二二1二ll二

　　ll准灘離離麗暇二llll二二1二二1：：ll二1

　　（7）他システムと接続する場合の要求事項＿＿．

　6運用．＿．．．－．．．．．．．＿．＿……一・一……一・一…・一・一一……

　　（1）開発規程．＿＿＿＿．＿．、＿＿＿．＿一．一＿＿＿＿二．

　　ll編難膿叢叢雄角叢あ努擁：ll二二ll

　7規程遵守．．．．．．．．，．＿．＿．，＿．＿．．＿．．＿．＿．＿．＿＿．＿，

　　（1）セキュリティポリシー一…………一・…・…・…一

　8規程に対する違反への対応＿＿．＿．＿．，．．＿．＿．＿

　9評価・見直し．．＿＿＿＿＿．．＿＿．．．．＿＿．＿＿．＿＿

　　（1）監査証跡の保管＿＿．＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿：＿

　　（2）監査の実施＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿．＿＿＿．

　　（3）監査結果に基づく措置．．＿＿＿＿＿．＿＿＿＿

次

．＿．＿、．．＿ロー＿，．＿，軸．．＿．．＿■＿．＿＿＿＿＿………1

＿．．．＿．．，．”．．．．．．＿．．．．．＿．＿＿．．．．．＿．．＿＿．一・…・一……………・・1

．＿．．＿．．．．，．．．．．．．．．．．，＿．．．．＿．．．．．＿＿．．＿．＿＿＿………・・…一…・・2

一・一…一一一・・…・・一一一一一・・一…一一・…・一一一…一・ P
：：二二二：二二二二：：二：：：二：：：：：：：：：：：：：：：二：：：：：：二：：：：：：二：：：：：：：二：：二二：：1

．＿．＿＿一．＿．＿．＿＿，．＿．＿一．＿ロ＿＿＿………・5

1：慧一鶴一…一・・二二二二1二11二ll二二二二二1二二：1

”””’”……’”’…”’”●”
D．…．．．…．……．…，…．．．．．…．…．…5

：二二：二二：二：二：二二二二：：：…、．．．…．．．．．．．．…．．＿．．．．．．．………5

一一一・一一一一一一一一
＝F二：：二：：l

l二1二二二1：ll：二二1：二1二：lll二二三三i三三三二二：lll：1

　し　じのし　ロののし　うじりしド　　うロのヨじしヨしロ　　ししロししロじ　ロ　ラト　ヨロじ　ロ幽しししじししロ

＿．．一．＿．．＿．一＿＿．．＿＿＿．．＿．＿＿＿．．＿＿一一一・・一一7

・…一………一・…………一……・・………………
P1二二二二：二llll

l二二二二二二二：二二1二二：二1二二二二二1二二＿，＿＿＿．．＿＿＿．8

．．＿．．．＿．．＿．．．．．．し．，．．．．．．．一．＿．．．．．．．．＿＿＿．．＿…一一…一一一9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じしロ　のロしじ　　
’●……””””…’””””””●…’…”●’”” ���D…．…．9

リロしウし　ヨ　にししロじ　りらにロじりロリロ　　り　しせじのうしヨしじりりにしウ　り　　りいコに　ししし　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じじ　　しヨししじじじ　じう　　　
り　　　　　じじじ　　じしじじヨじしじのウ　じしし　ししし　りじしし　しし　　ししじ　ししじ　じゅほウ　

……一………・一…………・一・…一………一・…一
������Flll

”” 諱怐h…●”●””●”●”……’”…’●”……” ��F1二二．＿．．＿＿．＿10

．1二●………”’……”……”……””．＿．．＿＿．＿＿＿．．塵10

”…●……’………”……… D．……．…一…．…．12

1二二二1二1二：”””●””””…’…●…：二：1．．…．…一……＿12

　　　　　”………””……’●”．．…畠……………．…．12
じじし　し　じ　　　　じ　　　ロしし　しロロ暫しじロロロしロロウロひしロロじうロし　ラ　ウ　ししじじ　ロロしロ　うしじし

＿．．．．．．．．．．．．．．．．．＿，．．＿一．＿．．．．．．．，．．，＿．．．．一＿一一一・・一・…一・・13

　　　　　　　　　　　　．＿＿．．＿．｝．．．＿．．．＿．＿．．．．帯．13

…●…”…’●…”…’…一’…” @　レ．1…．…．………13

1：：二：：二二：：ll二：二二二二：二1二二1：二1：：：1．．………………13

．．．＿．一．．．．．，．．．．＿．＿．．．＿．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．．＿＿一一一・一…14

　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿．＿．．．＿＿．．14
　し　　し　ししロじロロじ　ロウじししししじロのしししし　ししロし　ロリ　ロじし　ロ　　ロ　じしひウしし　ロし　し　じしヨししし

．，，．．．．．．．．＿．＿＿．．．．．．，．．．．，．．＿．．．．＿．＿．．．．．＿＿一一・…一一・15

＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．＿．．．．．，＿．．．．＿＿．．＿．．．＿一．一・一・一・・…・15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
”…”’…’”””�F二二：：：：：二：二二二：：：二二：二：二：：：15

”……”●…’… @　　　　　．．．．＿＿．．＿．15
………’ w……”’…－…｝…………’●………………●’……”



1　目的

　　情報システムの導入は、事務処理の効率化、利便性の向上等のメ乳ツトをもたら

　すことを目指している。しかし、そのメリットの反面、適切な対策が欠如したまま

霜露撫㍊難灘驚籐繍鞍講雛享
　ト」という。）に係る電子情報処理組織の使用による費用の請求に関わるシスァム
　　（以下rオンライン請求システム1」という。）についても決して例外ではな≦・特

　に患者の氏名や傷病名等の慎重な取扱いを要する個人情報2を伝送するシスァムで

　あるため、適切な対策を講じる必要がある。

受講禰無難謝磁ズ塔盤灘灘
適切に保護するとともに、オンライン請求業務の円滑な遂行に資す穂とを目的と

して、オンライン請求業務及びオンライン請求システムに携わる者が遵守すべき事

　項を示すものである。

1　爪則

・オンライン請求システム，レセプトをオンラインを活用した電子的手法はり提出及び受取を行う

　　ためのシステムをいう．単にシステムと記述されている場合は・送信機器・送受信機器又は受信

　　機器等のハードウェアとデータベース及び専用デプリケーション等のソフトウェアの総称をい

　　うロ

2個ｮ説鵬難響．糀糠嫌鱗鵬響韓1鵡
　　定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいっ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



2　適用範囲

義1禦麟蕪雑騰難ll蕪蜂黙1
　する業務は、本ガイドラインの対象には含まれない。

　　本ガイドラインの対象範囲を、図1に示す。

f－
P本ガイドラインの

一一 K用範囲

＜医療機関・薬局＞ ＜審査支払機関＞

　　　　　　〆｝　　一　　｝
　　　　　韮
　　　　　セ
　　　　　＝

i縷」L轟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…闘1翻・5
馨暴、，3蚤繍　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送受信機器　　　　　ヨ

　1竺耀醐脚醐7t輔一“肥回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚢，錘．他システム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モぞ麟・り

＜保　　険　者＞

受信機器

、
馨

る

1藍
1…遷

　一一　　　　もを　ごはヨむ

6　董　　叢ご謝儀

　蓼

　嚢他システム
　嚢

　豊
，ノ

［図1：ガイドライン対象範囲］

・他gf欝鷺繍藩擁離離畿腐離
4送藷1レセプト等を主に送信する機器の総称をいう。機器とは・例えばパソコン・ネットワー

　　ク機器及び外部記憶装置等がある。

議灘騒雛繍欝欝織難擶解鍔ニ
　　　ク機器及び外部記憶装置等がある。
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3　位置付け

セ難三線灘襲野離あ鴇驚；磯縣
わる組織及びシステムが最低限満たすことが必要と考えられる項目を示している・

　　オンライン請求を実施しようとする医療機関、薬局審査支聯関並びに保険者

は、本ガイドラインの内容に基づき、その組織においてどのよつに目的鐸成して

ヤ、くかを示した基本方針等を作成することが求められる・また・本ガイドフイン以

　外の対策についても、必要に応じて導入することが望ましい。

　　本ガイドラインの位置付けを、図2に示す。

関連文書全体像

　　ぺよ
　　，蕪

作成主管

厚生労働省

〔医療機関等〕

纓ﾃ機関・薬局

R査支払機関
@　・保険者

本ガイドラインにおける呼称

ガイドライン

セキュリティポリシー9

実施手順（マニュアル）

［図2：ガイドラインの位置付け］

7基ﾟ、・離蟻繍凄赫鵡離離謙講聯聯讐
　　し、医療機関等の情報セキュリティに対する取組姿勢を示すものをいフ。

8対ﾀ葡蠣，欝箋識雛辮識礪集尊聡騨等の，
9セキュリティ剥シー：医療機関等が所有する情報及備報システム等の情報資産のセキュリティ

霧髪微熱灘繰篇宅麟雛蕩騰麟莚畜
　　を含めた規定。基本方針及び対策基準からなるもの。

10実難撫蕪，≦欝勝論瓢響萎灘・を欝欝騨
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4　構成

　　本ガイドラインの構成を、表1に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　［表1：ガイドラインの構成］

組織・体制

構

情報の分類11と管理

物理セキュリティ

人的セキュリティ

技術的セキュリティ

運用

規程遵守

成

規程に対する違反への対応

評価・見直し

　　　　　　　　　　概　　　　要

オンライン請求業務に関わる組織頒任と役割1こついて記述する・

オンライン請求業務に関わる情報等の分類と分類1こ応じた管理方

法について記述する。

オンライン琳システムで使用される送信機器謎受信機器又は受

信機器の設置される環境が備える設備要件について記述する・

オンライン請求業務に関わる人員の役割と責任・人員に対する教育

について記述する。

　オンライン請求システムが備えるセキュリティ機能要件について、

ノ、一ドウェア、ソフトウェア及びネットワークの観点で記述する。

オンライン請求システムの管理運用に関する整備すべき文書及び

遵守事項について記述する。

　オンライン請求システムを導入するにあたり整備すべき文書につ

いて記述する。

　オンライン請求システムの運用時における規程違反に対する対応

について記述する。

　　オンライン請求に関わる業務、システム・文書に対する評価及び見

　直しについて記述する。．

5　見直し
本ガイドラインは、情報通信に関する奪境の変化・オンライン請求の状況その他

　の事情を勘案し、必要に応じ見直しを行っものとする。

u鷲懸盤雛灘1難難饗糊翁
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II　セキュリティに関するガイドライン

1　組織・体制

（1）　責任者の任命

請鱗購歎賞認欝難爵藩簾諭・
　　　責任者を任命すること。

＜細則1（役割と責任に関する細則）＞

責任者には、以下の役割と責任を明確にすること。

．　オンライン請求業務全体の責任
．　オンライン請求業務及びシステムのセキュリティに対する責任

．オンライン請求業務及びシステムで取り扱う情報の管理に対する責任

窓；燦類；錦離離這請編纂託する場合の委託会社の管理監督・・

　　対する責任

（2）　責任の所在

　　　機関の長は、システムを適切に運用するため・医療機関藻局・審鼓払機

　　関並びに保険者との責任の所在を明確にしておくこと。

　　〈細則2（責任の所在の明確化に関する細則）＞

　　例えば、以下の事象について責任を明確にすること・

　　　・　サービス品質の低下

　　　．　システム障害及びウィルス感染

　　　・　地震及び火災等の災害時

（3）　連絡体制

援騨鐙審議灘謙躍磐麟鞍購：㌘欝離
　　と。

・2

@関の長，医療機関、薬局、審査支払機関並びに保険都おいて・オンライン言青求業務に関するす

　　べての責任を有する最高意思決定者をいう。
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2　情報の分類と管理

（1）情報の管理責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コロリヤ　　　　　　　　ペノ　　　　ポゆギぼ　キ
　　　　機関の長は、オンライン請求システムで取り扱う瀦についし・醒貝雌

　　明確にするため、管理責任者を定めること。

（2）情報の分類

　　　機関あ長は、オンライン言青求システムで取り扱う情報につや’て湘織内で重

　　要度の度合を共有するため、情報の分類を定めること・

〈細則3（情報の分類に関する細則）＞

例えば、以下のような分類がある。
．　重要性に応じた分類：「厳秘」　「秘密」　「公開」

．　開示範囲に応じた分類：「～関係者限り」

（3）情報の分類に応じた管理方法

　　　機関の長は、オンライン請求システムで取り扱う情報について・重要度の度

合1こ応じた適切な取り扱いを行うため情報の分類に応じた管理方法について

　　定めること。

＜細則4（情報の分類に応じた管理方法に関する細則）＞

それぞれの情報の分類について湯下の管理方法を検討すること・

・　情報の分類め明示方法

・　情報に対するアクセス権限

・　情報に対する暗号化の要否

・　情報が格納された媒体の管理

．　情報の保管、変更及び廃棄に関する管理
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3　物理セキュリティ

（1）　医療機関及び薬局の送信機器の設置場所

　　　ア医療機関及篠局の送信機器を設置する部屋は・施錠可能とすること・

　　　イ医療機関及び薬局の送信機器を設置する部屋は・関係者の入退室を適切に

　　　　管理すること。

〈細則5（医療機関及び薬局の送信機器を設置する部屋一の入退室管理に関する細則）＞

入退室管理とは、例えば、以下のとおりである。

・　関係者の不在特等の施錠管理

・　部屋内での身分証明書の常時着用

・　関係者以外の入室に対する注意

ウ医療機関及び薬局の送信機器は、オンライン請求業務を専用1こ行う物理的

　区画に設置されることが望ましい。

＜細則6（物理的区画に関する細則）＞

（2）審査支払機関の送受信機器の設置場所

　　ア審査支払機関の送受信機器は、オンライン請求業務を専用に行う部屋に設

　　　置すること。

　　イ審査支払機関の送受信機器を設置する部屋は・施錠可能とすること・

　　ウ審査支払機関の送受信雛を設置する網ま・入退室管理が適切に行われ

　　　　ること。．

＜細貝lj7（審査支払機関の送受信機器を設置する部屋一の入退室管理に関する細則）＞

　以下について遵守すること。

常時施錠管理
部屋一の入室時の身分証明書（例：社員言正入館許可証等）による身分確認

部屋内での身分証明書の常時着用

部屋への入退室に関する記録保持

．7



工審査支払機関の送受信機器は、・災害を防ぐ装置を適切に備えること・

〈細則8（災害を防ぐ装置に関する細則）＞

災害を防ぐ装置とは、例えば、以下のとおりである。

・　消火装置

・　転倒防止装置

・　免震装置

　　オ審査支払機関の送受信機器は、施錠可能なラッ久棚等の保管設備に収納

　　　すること。

（3）　保険者の受信機器の設置場所

　　ア　保険者の受信機器を設置する部屋は、施錠可能とすること。

　　イ保険者の受信機器を設置する部屋は潤係者の入退室を適切に管理するこ

　　　と。

＜細則9（保険者の受信機器を設置する部屋一の入退室管理に関する細則）＞

入退室管理とは、例えば、以下のとおりである。

・　関係者の不在時等の施錠管理

・　部屋内での身分証明書の常時着用

・　関係者以外の入室に対する注意

ウ保険者の受信機器は、オンライン請求業務を専用に行う物理的区酊こ設置

　されることが望ましい。

＜細則10（物理的区画に関する細則）＞

セキュリティ向上の観点から、保険者の機器においては・オンライン請求業務を専用に行う

部屋に設置されることが望ましい。
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4　人的セキュリティ

（1）すべての人員の基本的な責務

　　アオンライン請求業務に携わるすべての者は、レセプトの請求業務の遂行を

　　　　目的として、オンライン請求システムを開発・運用及び利用するこ・と・

　　イオンライン請求業務に携わるすべての者は職務上矧尋た個人情報を正
　　　　当な理由なく漏らしてはならない．その職を辞した後も・同様である・

　　　ウオンライン請求業務に携わるすべての者は・個人情報の漏洩及微竃が生

　　　　じた場合、並びにそ紡が生じる恐れがある場合1こは・速やかに所属する機

　　　　関の長に報告すること。

（2）　機関の長の責務

　　ア機関の長は、その機関におけるオンライン請蝶務に関する最終的な責任

　　　を有し、従事する人員が適正に業舞難ずるよっ監督すること・

イ機関の長は、システム及び業務に従事する人員に対して情報セキュリティ

　に関する啓発及び教育を実施すること。

＜細則11（機関の長が行うべき啓発及び教育に関する細則）＞

以下について実施すること。
．従事するシステム及び業務に応じて必要となる啓発及び教育内容の規定

・　啓発及び教育に関する実施計画の策定

・　啓発及び教育に関する実施記録の保管

ウ機関の長は、個人情報の漏洩及微欝生じたとの報告・並びにそれらが
生じる恐れがあるとの報告を受けた場合には・速やかに対処すること・

＜細則12（機関の長が行うべき対処に関する細則）＞

機関の長が行うべき対処は、例えば、以下のとおりである。
なお、以下にあてはまらないものについて1ま・個別に討議し・実施すること・

・　事態の把握、収拾、解明及び再発の防止

・　違反者への懲罰（就業規則に基づく懲戒等）

・　刑事措置（告訴等）
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5　技術的セキュリティ

（1）　レセプトデータの機密性の確保

　　　　システムは、レセプトデータを正当な権限を有さない者から適切に保護する

　　機能を有すること。

　　　＜細則13（レセプトデータの機密性を確保する機能に関する細則）＞

　　　ヒ鷺二季携鱒欝馨蓑倒隻靉靆畠蹄セス制御

　　　・　暗号化によるアクセス制御

（2）　伝送相手の正当性の確保

　　　システムは、医療機関、薬局、審査支払機関並びに保険者が正当な相手であ

　　ることを相互に認証する機能を有すること。

　　＜細則14（伝送相手の正当性を確保する機能に関する細則）＞

　　伝送相手の正当性を確保する機能とは、例えば・以下のとおりである・

　　　・　電子証明書による認証

（3）　伝送事実の正当性の確保

　　　システムは、医療機関、薬局、審査支払機関並びに保険者が・レセプトデー

　　タの送受信糊する事実を確認できる機能を有すること・

　　＜細則15（レセプトデータの送受信1こ関する事実を確認できる機能に関する細貝lj）＞

　　レセプトデ＿タの送受信に関する事実を確認できる機能とは・例えば・以下のとおりである・

　　　．　デジタル署名付きデータの送付と受領確認データの啓送

　　　．　データの送付に関する受領確認データをお互いに送信

　　　・　送信ログ及び受信ログの保管

（4）システムの機密性の確保

　　アシステムは、システムの利用及び運用を行う正当な権限者であることを確

　　　認する機能を有すること。

　　＜細則16（正当な権限者であることを確認する機能に関する細則）＞

　　正当な権限者であることを確認する機能とは・例えば・以下のとおりである・

　　　．　ユーザーD／パスワードによる認証
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イシステムは、システムの稼働に必要なプ・グラム・システム設定及びログ

等を、正当な権限を有さない者から適切に保護する機能を有すること・

＜細貝lj17（正当な権限を有さない者から適切に保護する機能に関する細則）＞

手当難事1鱒黙欝糞聾雲鶴郷欝1撫

ウシステムは、ネットワークの利用に際して・許可されていなV’都よる不

　正アクセス13を防止する機能を有すること。

＜細則18（ネットワークの利用に際する機密性に関する細貝1j）＞

・3

s正アクセス，不正な手段により、正当な利用者以外が行うアクセスあるレ’は正当な利用者の過失

　　等による権限外のアクセスをいう。
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（5）　伝送経路の機密1生の確保

　　　システムは、医療機関、薬局、審査支払機関並びに保険者を接続するネット

　　ワーク回線1こおいて、許可されていない都よる盗聴及び轍に対する機密性

　　を確保する機能を有すること。

　　＜細則19（伝送経路の機密性に関する細則）＞

　　牒議蒙多謝化して送信し、送受信機器又は受信機器で復号化を行うこと・

（6）伝送の完全性の確保

　　　システムは、ネットワーク回線の切断、ネットワーク機器の故障等の不測の

　　事態にでも対処できる機能を有すること。

　　〈細則2。（伝送時における不測の事態の対処に関する細則）＞

　　挙下欝鰹多義中｝．ネットワーク障害等が起きた場合、送信機器力…ネットワークの

　　　　切断を検知し、伝送を中止する。

（7）他システムと接続する場合の要求事項

藩轟謡葦欝謂蝉餐禦繹撫霧
　　　は、他システムからの悪影響を遮断する機能を徹ること・

　　　＜細則21（他システムからの悪影響を遮断する機能に関する細則）＞

　　　準シ融欝欝欝欝慕磨深謝瓢使用す・回線・

　　　．鰐攣ン請求システムと他システムの間にルーター等のネットワーク機器を設置するこ

　　　　　とによるアクセス制御
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6　運用

（1）　開発規程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロを　　トし一口ロゆドヤロいしザしレ　リ一二レハレ
　　　審査支払機関は、オンライン請求シスァムの開先にわり。エィユソノィ》ノ刀

　　針や対策等について明文化し、遵守すること。

＜細則22（開発におけるセキュリティに関する文書に関する細則）＞

セキュリティの方針や対策等に関する文書には、例えば、以下のものがある。

・　システムセキュリティ方針

．　システムセキュリティ設計書

・　システム開発管理マニュアル

（2）　管理運用規程

　　　審査支払機関は、オンライン請求システムの管理運用におけるセキュリティ

　　について明文化し、遵守すること。

＜細則23（管理運用におけるセキュリティに関する文書に関する細則）＞

管理運用におけるセキュリティに関する文書1こは・例えば・以下のものがある・

，　システム利用者マニュアル

・　システム管理者マニュアル

（3）　開発及び試験環境と運用環境の分離

　　　オンライン請求システムの開発及び試験環境は、運用環境から分離すること。

＜細則24（開発及び試験環境と運用環境の分離に関する細則）＞

開発及び試験環境と運用環境の分離に際しては、以下の観点を考慮すること。

．開発及び試験に使用するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークは・運用に使用す

　　るこれらのものと異なる機器を使用することが望ましい。
．開発及び試験に関わる人員と、運用に関わる人員は・職務上分離するこζが望ましい・

．　開発及び試験を行う場所と、運用を行う場所は、物理的に分離することが望ましい。
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7　規程遵守

（1）　セキュリティポリシー

　　ア　医療機関、薬局、審査支払機関並びに保険者は、前記1　～6　において
　　　規定した事項を実行するためのオンライン請求システムに関わるセキュリ

　　　　ティポリシーを策定し、運用すること。

　　　〈細則25（オンライン請求システムに関するセキュリティポリシーに関する細則）＞

　　セキュリティポリシーでは、以下の項目について明らかにすること。

　　　・　組織・体制

　　　・　情報の分類と管理

　　　・　物理セキュリティ

　　　・　人的セキュリティ

　　　・　技術的セキュリティ

　　　・　運用

　　　・　規程遵守
　　　・　規程に対する違反への対応

　　　・　評価・見直し

　　　イ　審査支払機関は、オンライン請求システムの安全な運用を図るため、利用

　　　　規約を定めることができることとし、医療機関及び薬局準びに保険者は、そ

　　　　の利用規約を遵守すること。
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8　規程に対する違反への対応

　　　機関の長は、自らの機関で規定した内容に対する違反があった場合の対処につ

　いて明確にし、厳正に対応すること。

9　評価・見直し

（1）　監査証跡の保管

　　　審査支払機関は、オンライン請求システムの監査に必要な情報や記録を保管

　　すること。

（2）　監査の実施

　　　審査支払翻は、システム及び業務に従事する人員とは独立塾監査人を任
　　命して監査に関する規程を策定し、オンライン請求についてシスァム・文書及

　　び業務が適切であるか定期的に監査を行うこと。

＜細則26（オンライン請求システムの監査に関する細則）＞

監査においては、少なく昂以下について確認すること』

・　システム機能面

　一正しく機能が実装されているか

　一正しく設定が行われているか

　一実装された機能が陳腐化していないか

・　システム運用面

一整備すべき文書があるか

一定められた規程が遵守されているか
一不正アクセスの傾向の有無と対処が適切であったか

一定められた規程が現実的であるか

（3）　監査結果に基づく措置

　　　審査支払機関における機関の長は、監査人より監査結果の報告を受け詣摘

　　事項に対する是正措置を講じること。
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別添2

レセプトのオンライン請求システムに係る安全対策の規程例

　　　　　　（保険医療機関及び保険薬局用）
！

○○医院（又は病院、薬局）

1　目的
　　この規程（以下r本規程」という。）は、○○医院（以下．r当医院」という。）

　において、オンライン請求システムで使用される機器、ソフトウェア及び運用に必

　要な仕組み全般について、・その取り扱い並びに管理に関する事項を定め、患者の氏

　名や傷病名等の慎重な取り扱いを要する個人情報を適切に保護し、業務を円滑に遂

　行できることを目的とする。

2　組織・体制
　．　当医院にオンライン請求システム管理者（以下rシステム管理者」という。）

　　を置き、医院長をもってこれに充てる。

　・　医院長は必要な場合、システム管理者を別に指名することができる。

　．　オンライン請求システムを円滑に運用し、責任の所在：を明確にするため、オン

　　ライン請求システムに関する情報管理及び運用について、それぞれを担当する責

　　任者（情報管理責任者及び運用責任者）を置く。

　・　情報管理責任者及び運用責任者は、医院長が指名することができる。

　．　システム管理者は緊急時及び災害時の連絡、復旧体制並びに回復手順を定め、

　　非常時においても参照できるように保存し・保管する。

3　情報の分類と管理

　．　情報管理責任者は、オンライン請求システムで取り扱う情報について、組織内

　　で重要度の度合いを共有するため、各々の情報の機密性を踏まえ、次の重要性分

　　類に従って分類する。

　　　厳秘：機密性が極めて高い情報の種別（例；レセプトデータ）

　　　秘密：特定の範囲に限り開示することができる機密性が高い情報の種別

　　　　　　（例；実施手順（マニュアル））

　　　公開：広く一般に公開可能である情報の種別

　．　オンライン請求システムで取り扱う情報について、ファイル名又は記録媒体等

　　に情報の分類が分かるように表示をする等適切な管理を行わなければならない。
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4　送信機器の設置場所等

　．　オンライン請求システムの送信機器を設置する場所を、パーティション等で仕

　　切るか又は送信機器に覆いをするか等により、関係者以外の者が機器に接しない

　　よろヒごのするハ

　．　オンライン請求システムの送信機器は、オンライン請求業務（レセプト作成業

　　務を含む。）のみに使用する。したがって、業務に必要とするソフトウェア以外

　　のソフトウェアはインストールしない。

5　利用者の責務
　．　利用者は、本規程及びオンライン請求システムの実施手順（マニュアル）に定

　　められている事項を遵守すること。

　・　利用者は、システム管理者の許可を得ず、送信機器及び記録媒体等を部屋外へ

　　の持ち出しをしないこと。

　．　利用者は、オンライン請求システムを正しく利用するための教育と訓練を受け

　　ること。

　．　利用者は、職務上知り得た個人情報を漏らさないこと。その職を辞した後も、

　　同様である。

　．　利用者は、個人情報の漏洩及び改竄が生じた場合、並びにそれらが生じる恐れ

　　がある場合には、速やかに運用責任者に連絡し、その指示に従うこと。

　　．　利用者は、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点

　　等については、速やかにシステム管理者に相談し、指示を仰ぐこと。

　　．　利用者は、関係者以外の者が不正にオンライン請求システムを利用できないよ

　　うにユーザD及びパスワード等を、適切に管達すること。

6　システム管理者の責務

　．システム管理者は、オンライン請求システムに関する送信機器の設定変更、更

　　新を行う管理者権限等これらの運用における最終的な責任を負うこと。

　．　システム管理者は、送信機器やソフトウェアに変更があった場合においても、

　　利用者がオンライン請求業務の遂行を継続的にできるよう環境を整備すること・

　．　システム管理者は、オンライン請求システムを正しく利用させるため、利用者

　　の教育と訓練を行うこと。
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7　ソフトウェアの管理

　　運用責任者は、送信機器にコンピュータウイルス対策ソフトウェアをインストー

　ルするとともに、定期的にコンピュータウイルスのチェックを行い・感染の防止に

　努める。

8　運用
　．　システム管理者は、オンライン請求システムの取り扱いについて実施手順（マ

　　ニュアル）を整備し、利用者に周知の上、常に利用可能な状態にしておく。

　．　運用責任者は、ネットワークの不正な利用を発見した場合には、直ちにその原

　　因を追求し対策を実施する。

9　規程に対する違反への対応

　　システム管理者は、本規程で定めた事項及び自らの機関で別に規定した事項に対

　する違反があった場合の対処について明確にし、厳正に対応する。

10　評価・見直し
　　システム管理者は、本規程で定めた事項及び自らの機関で別に規定した事項を評

　価し、定期的に見直す。

11　その他
　　その他、本規程の実施に関し必要な事項がある場合については、医院長がこれを

　定める。

12　適用年月日

　　本規程は平成○年○月○日より適用する。
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別添3

レセプトのオンライン請求システムに係る安全対策の規程例

　　　　　　　　　　　（保険者用）

○○健康保険組合（又は他の保険者名）

1　目的

　　この規程（以下r本規程」という。）は、○○健康保険組合（以下r当組合」と

いう。）において、オンライン請求システムで使用される機器、ソフトウェア及び

運用に必要な仕組み全般について、その取り扱い並びに管理に関する事項を定め、

　被保険者（及び被扶養者）の氏名や傷病名等の慎重な取り扱いを要する個人情報を

　適切に保護し、業務を円滑に遂行できることを目的とする。

2　組織・体制

　・　当組合にオンライン請求システム管理者（以下rシステム管理者」という。）

　　を置き、理事長をもってこれに充てる。

　・　理事長は必要な場合、システム管理者を別に指名することができる。

　・　オンライン請求システムを円滑に運用し、責任の所在を明確にするため、オン

　　ライン請求システムに関する情報管理及び運用について、それぞれを担当する責

　　任者（情報管理責任者及び運用責任者）を置く。

　・　情報管理責任者及び運用責任者は、理事長が指名することができる。

　・　システム管理者は緊急時及び災害時の連絡、復旧体制並びに回復手順を定め、

　　非常時においても参照できるように保存し、保管する。

3　情報の分類と管理

　・　情報管理責任者は、オンライン請求システムで取り扱う情報について、組織内

　　で重要度の度合いを共有するため、各ノマの情報の機密性を踏まえ、次の重要性分

　　類に従って分類する。

　　　厳秘：機密性が極めて高い情報の種別（例；レセプトデータ）

　　　秘密：特定の範囲に限り開示することができる機密性が高い情報の種別

　　　　　　（例；実施手順（マニュアル））

　　　公開：広く一般に公開可能である情報の種別

　・　オンライン請求システムで取り扱う情報について、ファイル名又は記録媒体等

　　に情報の分類が分かるよう1こ表示をする等適切な管理を行わなければならない。
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4　受信機器の設置場所等

　．　オンライン請求システムの受信機器を設置する場所を、パーティション等で仕

　　切るか又は受信機器に覆いをするか等により、関係者以外の者が機器に接しない

　　ようにする。

　．　オンライン請求システムの受信機器は、オンライン請求業務のみに使用する。

　　したがって、業務に必要とするソフトウェア以外のソフトウェアはインストール

　　しない。

5　利用者の責務

　・　利用者は、本規程及びオンライン請求システムの実施手順（マニュアル）に定

　　められている事項を遵守すること。

　・　利用者は、システム管理者の許可を得ず、受信機器及び記録媒体等を部屋外へ

　　の持ち出しをしないこと。

　・　利用者は、オンライン請求システムを正しく利用するための教育と訓練を受け

　　ること。

　・利用者は、職務上知り得た個人情報を漏らさないこと。その職を辞した後も、

　　同様である。

　・　利用者は、個人情報の漏洩及び改竄が生じた場合、並びにそれらが生じる恐れ

　　がある場合には、速やかに運用責任者に連絡し、その指示に従うこと。

　　・　利用者は、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点

　　等については、速やかにシステム管理者に相談し、指示を仰ぐこと。

　　・　利用者は、関係者以外の者が不正にオンライン請求システムを利用できないよ

　　うにユーザD及びパスワード等を、適切に管理すること。

6　システム管理者の責務

　．　システム管理者は、オンライン請求システムに関する受信機器の設定変更、更

　　新を行う管理者権限等これらの運用における最終的な責任を負うこと。

　．　システム管理者は、受信機器やソフトウェアに変更があった場合においても、

　　利用者がオンライン請求業務の遂行を継続的にできるよう環境を整備すること。

　．　システム管理者は、オンライン請求システム：を正しく利用させるため、利用者

　　の教育と訓練を行うこと。

7　ソフトウェアの管理
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　運用責任者は、受信機器にコンピュータウイルス対策ソフトウェアをインストー

ルするとともに、定期的にコンピュータウイルスのチェックを行い・感染の防止に

努める。

8　運用
　・　システム管理者は、．オンライン請求システムの取り扱いについて実施手順（マ

　　ニュアル）を整備し、利用者に周知の上、常に利用可能な状態にしておく。

　・　運用責任者は、ネットワークの不正な利用を発見した場合には、直ちにその原

　　因を追求し対策を実施する。

9　規程に対する違反への対応

　　システム管理者は、本規程で定めた事項及び自らの機関で別に規定した事項に対

する違反があった場合の対処について明確にし、厳正に対応する。

10　評価・見直し

　　システム管理者は、本規程で定めた事項及び自らの機関で別に規定した事項を評

　価し、定期的に見直す。

11　その他

　　その他、本規程の実施に関し必要な事項がある場合については、理事長がこれを

　定める。

12　適用年月日

　　本規程は平成○年○月○日より適用する。
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